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ひたちなか市条例第  号 

 

 

手数料，使用料等の見直しに伴う関係条例の整備等に関する条例 

 

 

（ひたちなか市手数料条例の一部改正） 

第１条 ひたちなか市手数料条例（平成１２年条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１の１の部（１）の款中「１枚」を「１件」に，「３００円」を「３５０

円」に改め，「又は１筆１棟」を削り，「においても，同額とする。」を「にあって

は，３００円」に改め，同部（２）の款中「３００円」を「３５０円」に改め，

同部（３）の款中「固定資産課税台帳証明書交付手数料」を「固定資産課税台帳

に記載した事項に関する証明書交付手数料」に，「３００円」を「３５０円」に改

め，同部中 

「 

（４） 土地又は建物の評価証明書

の交付 

不動産評価証明

書交付手数料 

１ 地 目 １ 種 別 に つ き 

３００円 

ただし，２件目からは

１００円 

（５） 土地又は建物の所有証明書

の交付 

所有不動産証明

書交付手数料 

」を 

「 

（４） 地方税法第３８７条第３項

又 は 第 ４ 項 に 規 定 す る 土 地

名 寄 帳 又 は 家 屋 名 寄 帳 の 写

しの閲覧（同法第３８２条の

４ に 規 定 す る 当 該 土 地 名 寄

帳 又 は 家 屋 名 寄 帳 に 住 所 に

代 わ る 事 項 を 記 載 し た も の

の閲覧を含む。） 

名寄帳兼（補充）

課税台帳閲覧手

数料 

１件につき ３５０円 

」に 

改め，同部（６）の款中「３００円」を「３５０円」に改め，同款を同部（５）

の款とし，同部（７）の款中「３００円」を「３５０円」に改め，同款を同部（６）

の款とし，同部（８）の款中「３００円」を「３５０円」に改め，同款を同部（７）

の款とし，同部（９）の款中「４００円」を「４５０円」に改め，同款を同部（８）

の款とし，同部（１０）の款を同部（９）の款とし，同表３の部（１）の款中「２
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００円」を「３５０円」に改め，同部（２）の款中「３００円」を「３５０円」

に，「においても，同額とする。」を「にあっては，３００円」に改め，同部（３）

の款中「３００円」を「３５０円」に改め，同表４の部（１）の款を次のように

改める。 

（１） ひたちなか市印鑑登録及び証

明に関する条例（平成７年条例

第１９号）第７条第１項の規定

による印鑑登録証の交付及び同

条例第８条第１項の規定による

印鑑登録証の再交付 

印鑑登録証交付

手数料 

１件につき ３５０円 

ただし，ひたちなか市印

鑑登録 及び 証明に 関 す

る条例 第１ ２条第 １ 項

第１号 の規 定によ り 印

鑑の登 録を 抹消し た 場

合にお いて 新たに 同 条

例第７ 条第 １項の 規 定

による 印鑑 登録証 を 交

付するときにあっては，

１件につき４５０円 

別表第１の４の部（２）の款中「３００円」を「３５０円」に，「においても，

同額とする。」を「にあっては，３００円」に改め，同表６の部（１）の款中「１，

０００円」を「１，２００円」に改め，同表９の部を次のように改める。  

９ 

屋
外
広
告
物 

茨城県屋外広告物条例（昭和４

９年茨城県条例第１０号）第６条

若しくは第７条第４項から第６項

までの規定に基づく広告物等の表

示等の許可，同条例第９条の２第

１項の規定に基づく許可の更新又

は同条例第１０条第１項の規定に

基づく広告物等の変更等の許可の

申請に対する審査 

屋 外 広 告 物 許

可申請手数料 

はり紙・ポスター 

１件につき５０枚まで

ごとに ４５０円 

はり札 

１件につき１０枚まで

ごとに ７５０円 

立看板 

１枚につき ３００円 

広告板 

１枚につき３㎡までご

とに １，１００円 

広告塔 

１枚につき３㎡までご

とに １，１００円 

アーチ 

１基につき３㎡までご

とに １，３００円 
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電柱巻立広告 

１枚につき ３００円 

電柱塗装広告 

１枚につき ３００円 

電柱袖付広告 

１枚につき ３００円 

広告幕 

１枚につき ６５０円 

つり下げ看板 

１枚につき ４５０円 

標識広告 

１枚につき ３００円 

照明広告 

１基につき３㎡までご

とに １，２００円 

電光ニュース，ビジュア

ルボード 

１基につき ６，００

０円 

アドバルーン 

１個につき １，８０

０円 

近隣店舗等案内広告 

１枚につき２㎡までご

とに ８５０円 

車体利用広告 

１枚につき３㎡までご

とに ７５０円 

広告旗 

１枚につき ３５０円 

店頭装飾 

１基につき １，５０

０円 

置広告 

１基につき ７００円 
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別表第１の１０の部（１）の款から（５）の款までの規定中「３００円」を「３

５０円」に改め，同部中 

「 

（６） 道路法第８条第１項の市道

の幅員の証明書の交付 

市道幅員証明書

交付手数料 

１件につき ３００円 

」を 

「 

（６） 道路法第８条第１項の市道

の幅員の証明書の交付 

市道幅員証明書

交付手数料 

１件につき ３５０円 

（７） 道路法第２８条に規定する

道 路 台 帳 に 関 す る 図 面 の 写

しの交付 

道路台帳図の写

し交付手数料 

１枚につき ３５０円 

（８） 市道路線認定網図の写しの

交付 

市道路線認定網

図の写し交付手

数料 

１枚につき ３５０円 

（９） 道路境界確認査定図の写し

の交付 

道路境界確認査

定図の写し交付

手数料 

１枚につき ３５０円 

（１０） 道路境界確認書及び道路

境界に係る承諾書の交付 

道路境界確認書

交付手数料 

１件につき ３５０円 

道路境界に係る

承諾書交付手数

料 

１件につき ３５０円 

」に 

改め，同表１１の部中「３００円」を「３５０円」に改め，同表１２の部中「３

００円」を「３５０円」に，「前項までに規定する以外の」を「その他の」に改め

る。 

別表第２第７１項及び第７２項中「３００円」を「３５０円」に改め，同表第

横断幕 

１枚につき ６５０円 

上記に定める広告物等

の種類に該当しない広告

物等については，最も類

似した広告物等の手数料

の額とする。 

-5-



８０項を次のように改める。 

８０ 都市計画法施行規則（昭和４４

年建設省令第４９号）第６０条の規

定に基づく開発行為又は建築に関す

る証明書等の交付 

開発行為等証明

手数料 

都市計画法第２９条

第 １ 項 若 し く は 第 ２

項，第３５条の２第１

項，第４１条第２項，第

４２条又は第４３条第

１項の規定に適合して

いることを証明する場

合にあっては１件につ

き５，０００円 

都市計画法第５３条

第１項の規定に適合し

ていることを証明する

場合にあっては１件に

つき３５０円 

（ひたちなか市集会施設設置及び管理条例の一部改正） 

第２条 ひたちなか市集会施設設置及び管理条例（平成９年条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

別表中「５５０円」を「６２０円」に，「６６０円」を「７４０円」に改める。 

（ひたちなか市自転車駐車場設置及び管理条例の一部改正） 

第３条 ひたちなか市自転車駐車場設置及び管理条例（平成６年条例第８３号）の

一部を次のように改正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

駐車場使用料 

駐車場 駐車区分 登録使用料 一時使用料 

（ １ 日 １ 回

につき） 

（円） 

期間（月） 一般（円） 学生（円） 

元町自 転車

駐車場 及び

勝田駅 西口

自転車 駐車

場 

自転車 １階 １ 1,500 1,200 120 

３ 4,200 3,300 

６ 8,200 6,400 

１２ 14,500 11,500 

２階 １ 1,200 900 

３ 3,300 2,600 
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６ 6,400 4,800 

１２ 11,500 8,600 

３ 階

又 は

屋上 

１ 900 600 

３ 2,600 1,600 

６ 4,800 3,200 

１２ 8,600 5,800 

原 動 機

付 自 転

車 

付 帯

施設 

１ 3,100 170 

３ 8,600 

６ 16,300 

１２ 29,000 

勝田駅 東口

自転車 駐車

場 

自転車 １階 １ 2,500 2,000 340 

３ 6,800 5,400 

６ 13,300 10,600 

１２ 23,500 18,800 

２階 １ 1,800 1,500 

３ 5,300 4,200 

６ 10,500 8,300 

１２ 18,500 14,800 

３階 １ 1,500 1,200 

３ 4,200 3,400 

６ 7,800 6,200 

１２ 13,800 11,000 

（ひたちなか市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正） 

第４条 ひたちなか市自転車等の放置防止に関する条例（平成９年条例第８号）の

一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第１号中「１，１００円」を「１，２４０円」に改め，同項第

２号中「１，６５０円」を「１，８５０円」に改める。 

（ひたちなか市子育て支援・多世代交流施設設置及び管理条例の一部改正）  

第５条 ひたちなか市子育て支援・多世代交流施設設置及び管理条例（平成２９年

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第６条，第１３条関係） 

有料施設使用料 
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使用時間区分 

 

使用施設区分 

午 前 ９ 時 か ら

午後零時まで 

午 後 １ 時 か ら

午後３時まで 

午 後 ３ 時 ３ ０

分 か ら 午 後 ５

時３０分まで 

午 後 ６ 時 か ら

午 後 ９ 時 ３ ０

分まで 

１０１研修室 円 円 円 円 

930 620 620 1,080 

１０２研修室 390 260 260 450 

１０３研修室 1,320 880 880 1,540 

１０４研修室 390 260 260 450 

１０５研修室 510 340 340 590 

２０１スタジオ 2,250 1,500 1,500 2,620 

２０２スタジオ 810 540 540 940 

２０３スタジオ 480 320 320 560 

３ ０ １ キ ッ チ ン ス

タジオ 

1,510 1,000 1,000 1,760 

３０２交流室 1,920 1,280 1,280 2,240 

３０３研修室 1,650 1,100 1,100 1,920 

３０４研修室 1,980 1,320 1,320 2,310 

３０５講師控室 390 260 260 450 

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第１３条関係） 

有料施設使用料 

使用時間区分 

 

使用施設区分 

午 前 ９ 時 か ら

午後零時まで 

午 後 １ 時 か ら

午後３時まで 

午 後 ３ 時 ３ ０

分 か ら 午 後 ５

時３０分まで 

午 後 ６ 時 か ら

午 後 ９ 時 ３ ０

分まで 

１０１研修室 円 円 円 円 

460 310 310 540 

１０２研修室 190 130 130 220 

１０３研修室 660 440 440 770 

１０４研修室 190 130 130 220 

１０５研修室 250 170 170 290 

２０１スタジオ 1,120 750 750 1,310 

２０２スタジオ 400 270 270 470 

２０３スタジオ 240 160 160 280 

３ ０ １ キ ッ チ ン ス

タジオ 

750 500 500 880 
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３０２交流室 960 640 640 1,120 

３０３研修室 820 550 550 960 

３０４研修室 990 660 660 1,150 

３０５講師控室 190 130 130 220 

（ひたちなか市文化会館設置及び管理条例の一部改正） 

第６条 ひたちなか市文化会館設置及び管理条例（平成６年条例第１４１号）の一

部を次のように改正する。 

別表中２の表及び備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第９条，第１０条関係） 

１ 施設等使用料 

（１） 大ホール 

使用料及び時間 

 

 

 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 そ の 他 １

時 間 当 た

り 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

零時まで 

午 後 １ 時

か ら 午 後

５時まで 

午 後 ６ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

基本使用料 平日 円 

21,780 

円 

33,860 

円 

47,160 

円 

102,800 

円 

9,350 

土・日・休日 29,020 43,540 59,250 131,810 11,990 

準備又は練習 平日 15,730 24,180 32,650 72,560 6,600 

土・日・休日 20,550 30,230 41,110 91,890 8,360 

入 場

料 等

を 徴

収 す

る 場

合 の

使 用

料 

500 円未満 平日 24,180 37,490 52,000 113,670 10,340 

土・日・休日 31,440 48,370 65,310 145,120 13,200 

500 円以上 

1,000 円未満 

平日 26,600 41,110 56,840 124,550 11,330 

土・日・休日 35,070 52,000 71,350 158,420 14,410 

1,000 円以上 

2,000 円未満 

平日 29,020 43,540 61,680 134,240 12,210 

土・日・休日 37,490 56,840 77,400 171,730 15,620 

2,000 円以上 

3,000 円未満 

平日 30,230 47,160 66,520 143,910 13,090 

土・日・休日 41,110 60,470 83,440 185,020 16,830 

3,000 円以上 平日 32,650 50,790 71,350 154,790 14,080 

土・日・休日 43,540 65,310 89,490 198,340 18,040 

・テレビの公開放

映及び録画 

・ラジオの公開放

送及び録音 

平日 29,020 43,540 61,680 134,240 12,210 

土・日・休日 37,490 56,840 77,400 171,730 15,620 
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・営利・宣伝その他

これに類する目

的とする場合で

入場料等を徴収

しない場合 

（２） 小ホール 

使用料及び時間 

 

 

 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 そ の 他 １

時 間 当 た

り 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

零時まで 

午 後 １ 時

か ら 午 後

５時まで 

午 後 ６ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

基本使用料 平日 円 

4,840 

円 

7,260 

円 

10,890 

円 

22,990 

円 

2,090 

土・日・休日 6,050 9,680 13,310 29,040 2,640 

準備又は練習 平日 3,640 4,840 7,260 15,740 1,440 

土・日・休日 4,840 7,260 9,680 21,780 1,980 

入 場

料 等

を 徴

収 す

る 場

合 の

使 用

料 

500 円未満 平日 4,840 8,470 12,100 25,410 2,310 

土・日・休日 7,260 10,890 14,520 32,670 2,970 

500 円以上 

1,000 円未満 

平日 6,050 8,470 13,310 27,830 2,530 

土・日・休日 7,260 12,100 15,730 35,090 3,190 

1,000 円以上 

2,000 円未満 

平日 6,050 9,680 14,520 30,250 2,750 

土・日・休日 8,470 12,100 16,940 37,510 3,410 

2,000 円以上 平日 7,260 9,680 15,730 32,670 2,970 

土・日・休日 8,470 13,310 18,130 39,910 3,640 

・テレビの公開放

映及び録画 

・ラジオの公開放

送及び録音 

・営利・宣伝その他

これに類する目

的とする場合で

入場料等を徴収

しない場合 

平日 6,050 9,680 14,520 30,250 2,750 

土・日・休日 8,470 12,100 16,940 37,510 3,410 

（３） 楽屋等 
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使用料及び時間 

 

 

 

施設の名称 

午前 午後 夜間 全日 そ の 他 １

時 間 当 た

り 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

零時まで 

午 後 １ 時

か ら 午 後

５時まで 

午 後 ６ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

楽屋（１）（大ホール用） 円 

610 

円 

960 

円 

1,220 

円 

2,790 

円 

250 

楽屋（２）（大ホール用） 730 1,340 1,820 3,890 350 

楽屋（３）（大ホール用） 370 610 840 1,820 170 

楽屋（５）（大ホール用） 370 610 840 1,820 170 

楽屋（６）（大ホール用） 370 610 840 1,820 170 

楽屋（７）（小ホール用） 960 1,570 2,170 4,700 420 

楽屋（８）（小ホール用） 370 610 840 1,820 170 

リハーサル室 2,540 4,710 6,050 13,300 1,210 

小会議室（１） 1,080 1,930 2,540 5,550 500 

小会議室（２） 730 1,340 1,820 3,890 350 

小練習室 1,080 1,820 2,290 5,190 470 

大練習室 1,820 3,140 4,110 9,070 820 

学習室 1,340 2,290 3,030 6,660 600 

映写・録音室 730 1,220 1,690 3,640 340 

和室（１）（２４帖） 1,690 2,900 3,870 8,460 780 

和室（２）（１０帖） 1,080 1,930 2,430 5,440 490 

展示室 

（大会議室として使用の場合） 

7,260 

3,030 4,840 6,650 14,520 1,320 

（４） 催しの広場 

使用料及び時間 

 

 

 

施設の名称 

午前 午後 夜間 全日 そ の 他 １

時 間 当 た

り 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

零時まで 

午 後 １ 時

か ら 午 後

５時まで 

午 後 ６ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

催しの広場 円 

2,470 

円 

3,450 

円 

3,450 

円 

9,370 

円 

850 

（５） 喫茶室，厨房等 

施設の名称 使用料等 

喫茶室，厨房等 １か月当たり 193,510 円 
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営業時間は，原則として午前１１時から午後８時ま

で。ただし，会館の業務に合わせ営業時間を変更で

きる。 

（ひたちなか市体育館設置及び管理条例の一部改正） 

第７条 ひたちなか市体育館設置及び管理条例（平成６年条例第１３２号）の一部

を次のように改正する。 

別表の１の（１）のアの表中備考以外の部分を次のように改める。 

ア 営利を目的としない場合 

使用区分 市内居住者又は市内 に勤務

する者 

左記以外の者 

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日 

主

競

技

場 

体 育 に

使 用 す

る場合 

半面 円 

620 

円 

990 

円 

990 

円 

2,600 

円 

930 

円 

1,480 

円 

1,480 

円 

3,890 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

1,240 1,980 1,980 5,200 1,860 2,960 2,960 7,780 

入場料を徴収

する場合 

2,480 3,960 3,960 10,400 3,720 5,920 5,920 15,560 

体 育 以

外 に 使

用 す る

場合 

入場料を徴収しな

い場合 

1,240 1,980 1,980 5,200 1,860 2,960 2,960 7,780 

入場料を徴収する

場合 

2,480 3,960 3,960 10,400 3,720 5,920 5,920 15,560 

サ

ブ

競

技

場 

体 育 に

使 用 す

る場合 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

620 990 990 2,600 930 1,480 1,480 3,890 

入場料を徴収

する場合 

1,240 1,980 1,980 5,200 1,860 2,960 2,960 7,780 

体 育 以

外 に 使

用 す る

場合 

入場料を徴収しな

い場合 

620 990 990 2,600 930 1,480 1,480 3,890 

入場料を徴収する

場合 

1,240 1,980 1,980 5,200 1,860 2,960 2,960 7,780 

柔剣道場 専用する場合 500 740 740 1,980 750 1,110 1,110 2,970 

弓道場 専用する場合 370 620 620 1,610 550 930 930 2,410 

卓球室（研修室） 370 620 620 1,610 550 930 930 2,410 

トレーニング室 620 990 990 2,600 930 1,480 1,480 3,890 

別表の１の（１）のイの表中備考以外の部分を次のように改める。 

イ 営利を目的とする場合 

-12-



使用区分 市内居住者又は市内に勤務

する者 

左記以外の者 

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日 

主

競

技

場 

体 育 に

使 用 す

る場合 

半面 円 

9,250 

円  

14,800 

円  

14,800 

円  

38,850 

円

13,870 

円

22,200 

円

22,200 

円  

58,270 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

18,500 29,600 29,600 77,700 27,740 44,400 44,400 116,540 

入場料を徴収

する場合 

37,000 59,200 59,200 155,400 55,480 88,800 88,800 233,080 

体 育 以

外 に 使

用 す る

場合 

入場料を徴収しな

い場合 

18,500 29,600 29,600 77,700 27,740 44,400 44,400 116,540 

入場料を徴収する

場合 

37,000 59,200 59,200 155,400 55,480 88,800 88,800 233,080 

サ

ブ

競

技

場 

体 育 に

使 用 す

る場合 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

9,250 14,800 14,800 38,850 13,870 22,200 22,200 58,270 

入場料を徴収

する場合 

18,500 29,600 29,600 77,700 27,740 44,400 44,400 116,540 

体 育 以

外 に 使

用 す る

場合 

入場料を徴収しな

い場合 

9,250 14,800 14,800 38,850 13,870 22,200 22,200 58,270 

入場料を徴収する

場合 

18,500 29,600 29,600 77,700 27,740 44,400 44,400 116,540 

柔剣道場 専用する場合 7,400 11,100 11,100 29,600 11,100 16,650 16,650 44,400 

弓道場 専用する場合 5,550 9,250 9,250 24,050 8,320 13,870 13,870 36,060 

卓球室（研修室） 5,550 9,250 9,250 24,050 8,320 13,870 13,870 36,060 

トレーニング室 9,250 14,800 14,800 38,850 13,870 22,200 22,200 58,270 

別表の１の（２）の表中「１，０１０円」を「１，１４０円」に，「５００円」

を「５７０円」に，「１９０円」を「２２０円」に，「１５０円」を「１７０円」

に改め，別表の１の（３）の表中「５，５００円」を「６，１７０円」に，「２，

７５０円」を「３，０９０円」に改め，別表の２の表中「２２０」を「２５０」

に，「６６０」を「７５０」に，「２７０」を「３１０」に，「８１０」を「９３０」

に，「１１０」を「１２０」に，「３３０」を「３６０」に，「１６０」を「１８０」

に，「４８０」を「５４０」に改める。 

（ひたちなか市営プール設置及び管理条例の一部改正） 

第８条 ひたちなか市営プール設置及び管理条例（平成６年条例第１３９号）の一

部を次のように改正する。 
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別表の１の表中「２５０円」を「２９０円」に，「２２０円」を「２５０円」に，

「１２０円」を「１４０円」に，「１１０円」を「１２０円」に改め，別表の２の

表中備考以外の部分を次のように改める。 

２ 専用使用の場合 

使用区分 午前 午後 

一般 3,090円 6,170円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 1,540円 3,080円 

（ひたちなか市運動ひろば設置及び管理条例の一部改正） 

第９条 ひたちなか市運動ひろば設置及び管理条例（平成６年条例第１４０号）の

一部を次のように改正する。 

別表第３の１の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 石川運動ひろば使用料 

使用区分 

（１面につき） 

早朝 午前 午後 夜間 全日 

一般 市内 630円 1,240円 1,480円 1,240円 3,700円 

市外 940円 1,860円 2,220円 1,860円 5,550円 

高校生以 下の者 又

は６５歳以上の者 

市内 310円 620円 740円 620円 1,850円 

市外 470円 930円 1,110円 930円 2,770円 

別表第３の２の表中「５６０円」を「６３０円」に，「１，１００円」を「１，

２４０円」に，「１，３２０円」を「１，４８０円」に，「２，２６０円」を「２，

５４０円」に，「８４０円」を「９４０円」に，「１，６５０円」を「１，８６０

円」に，「１，９８０円」を「２，２２０円」に，「３，３９０円」を「３，８１

０円」に，「２８０円」を「３１０円」に，「５５０円」を「６２０円」に，「６６

０円」を「７４０円」に，「１，１３０円」を「１，２７０円」に，「４２０円」

を「４７０円」に，「８２０円」を「９３０円」に，「９９０円」を「１，１１０

円」に，「１，６９０円」を「１，９００円」に改める。 

別表第４中「２７０円」を「３１０円」に，「４００円」を「４６０円」に，「１

３０円」を「１５０円」に，「２００円」を「２３０円」に改める。 

（ひたちなか市武道館設置及び管理条例の一部改正） 

第１０条 ひたちなか市武道館設置及び管理条例（平成６年条例第１４５号）の一

部を次のように改正する。 

別表中「１，１００円」を「１，２４０円」に，「１，３７０円」を「１，５４

０円」に，「５５０円」を「６２０円」に，「６８０円」を「７７０円」に，「２２

０円」を「２５０円」に，「１１０円」を「１２０円」に改める。 

（ひたちなか市那珂湊第二野球場設置及び管理条例の一部改正） 
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第１１条 ひたちなか市那珂湊第二野球場設置及び管理条例（平成６年条例第１５

５号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第９条関係） 

那珂湊第二野球場使用料 

使用区分 午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

アマチュア

野球等に使

用する場合 

一般 市内 1,860円 2,480円 620円 

市外 2,790円 3,720円 930円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 930円 1,240円 310円 

市外 1,380円 1,840円 460円 

（ひたちなか市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正） 

第１２条 ひたちなか市総合福祉センター設置及び管理条例（平成６年条例第７１

号）の一部を次のように改正する。 

別表中「６４０」を「７２０」に，「１，０７０」を「１，２００」に，「１，

８３０」を「２，１００」に，「２，７００」を「３，１００」に，「４，３３０」

を「４，９００」に改める。 

（ひたちなか市那珂湊総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正）  

第１３条 ひたちなか市那珂湊総合福祉センター設置及び管理条例（平成７年条例

第２６号）の一部を次のように改正する。 

別表中「２，６９０」を「３，１００」に，「４，３３０」を「４，９００」に

改める。 

（ひたちなか市ふれあい交流館設置及び管理条例の一部改正） 

第１４条 ひたちなか市ふれあい交流館設置及び管理条例（平成７年条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

別表中２の表及び備考以外の部分を次のように改める。 

１ 施設等使用料 

（１） ホール 

（単位 円） 

使用料及び時間 

 

 

 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 そ の 他 １

時 間 当 た

り 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

零時まで 

午 後 １ 時

か ら 午 後

５時まで 

午 後 ６ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

１ ０ 時 ま

で 

基本使用料 平日 7,500 12,000 17,000 36,000 3,300 
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土・日・休日 9,300 15,000 21,000 45,000 4,100 

準備又は練習 平日 5,600 7,500 12,000 25,000 2,200 

土・日・休日 7,500 12,000 15,000 34,000 3,100 

入 場

料 等

を 徴

収 す

る 場

合 の

使 用

料 

500 円未満 平日 7,500 13,000 19,000 39,000 3,600 

土・日・休日 12,000 17,000 23,000 51,000 4,600 

500 円以上 

1,000 円未満 

平日 9,300 13,000 21,000 43,000 3,900 

土・日・休日 12,000 19,000 25,000 54,000 5,000 

1,000 円以上 

2,000 円未満 

平日 9,300 15,000 23,000 47,000 4,300 

土・日・休日 13,000 19,000 27,000 58,000 5,300 

2,000 円以上 平日 12,000 15,000 25,000 51,000 4,600 

土・日・休日 13,000 21,000 28,000 62,000 5,600 

・テレビの公開放

映及び録画 

・ラジオの公開放

送及び録音 

・営利，宣伝その他

これに類する目

的 と す る 場 合

で，入場料等を

徴収しない場合 

平日 9,300 15,000 23,000 47,000 4,300 

土・日・休日 13,000 19,000 27,000 58,000 5,300 

（２） 楽屋 

（単位 円） 

使用料及び時間 

 

 

施設の名称 

午前 午後 夜間 全日 そ の 他 １ 時

間当たり 午 前 ９ 時 か

ら 午 後 零 時

まで 

午 後 １ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

午 後 ６ 時 か

ら 午 後 １ ０

時まで 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 １ ０

時まで 

楽屋（洋室） 540 880 1,100 2,500 230 

楽屋（和室） 540 880 1,100 2,500 230 

（ひたちなか市金上ふれあいセンター設置及び管理条例の一部改正） 

第１５条 ひたちなか市金上ふれあいセンター設置及び管理条例（平成１１年条例

第４５号）の一部を次のように改正する。 

別表中「５５０」を「６２０」に，「７２０」を「８１０」に，「９１０」を「１，

１００」に，「１，１００」を「１，３００」に，「１，４６０」を「１，７００」

に，「１，８１０」を「２，１００」に改める。 

（ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例の一部改正） 
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第１６条 ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例（平成６年条例第９４号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１中「５００円」を「５６０円」に改める。 

別表第２中「１，１００円」を「１，２３０円」に，「１，６５０円」を「１，

８４０円」に，「７７０円」を「８５０円」に改める。 

別表第３中「１，５４０円」を「１，７１０円」に，「２，５７０円」を「２，

８６０円」に，「２，６９０円」を「３，０１０円」に改める。 

（ひたちなか市漁村センター設置及び管理条例の一部改正） 

第１７条 ひたちなか市漁村センター設置及び管理条例（平成６年条例第９５号）

の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

使用時間 

使用区分 

午前９時から午後零

時まで 

午後１時から午後５

時まで 

午後５時３０分から

午後９時まで 

大会議室 1,210 円 1,210 円 1,840 円 

中会議室 850 円 850 円 1,230 円 

小会議室 360 円 360 円 610 円 

和室（１室） 610 円 610 円 850 円 

調理室 1,230 円 1,230 円 1,840 円 

（ひたちなか市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

第１８条 ひたちなか市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成９年条例第２７

号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第２項から第４項までを削る。 

第１８条第１項第１号及び第２号中「５，０００円」を「５，７００円」に改

め，同項第３号中「２，５００円」を「２，８５０円」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第１１条関係） 

し尿 

種別 区分 手数料 適用 

し尿 （１） 定額料金１ 人頭割 １月当たり

世帯人員１人につき

３２９円 

原則として（１）の区分を適用

する。 

（２） 定額料金２ 人頭割 １月当たり

世帯人員１人につき

３２９円 

無臭式便槽については，（２）の

区分を適用する。 
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世帯割 １月当たり

３２９円 

（３） 従量料金 １回当たり１８ｌに

つき１６４円 

（１）又は（２）の区分の手数

料を適用することが著しく実

情に沿わない場合として規則

で定める場合又は官公庁，学

校，事業所その他これに類する

施設として規則に定める施設

に設置する場合については，

（３）の区分を適用する。 

（４） 仮設トイレ

料金 

１回当たり３６０ｌ

までは４，５２０円 

３６０ｌを超える場

合にあっては，１８

ｌにつき２２６円 

工事，催し等により一時的に設

置するものについては，（４）の

区分を適用する。 

浄化槽

汚泥 

市長の指定する処理

施設へ投入するとき 

１，８００ｋｇにつ

き ２，２００円 

 

備考 

１ （１）及び（２）の区分において，世帯人員の数は，各月のし尿を収集

した日の世帯人員の数とする。 

２ （３）及び（４）の区分において，１８ｌ未満の端数は，１８ｌに切り

上げて計算する。 

３ 浄化槽汚泥について，１，８００ｋｇ未満の端数は，１，８００ｋｇに

切り上げて計算する。 

別表第２（第１１条，第１２条関係） 

ごみ 

区分 手数料 備考 

容量・重量等区分 金額 

（１） 市が

収 集 運 搬

及 び 処 分

するとき 

ごみ処理容器（容量２０ｌ） 

１枚につき 

１７円  

〃     （〃 ４５ｌ） ２３円 

ごみ処理券（１０ｋｇ相当） ２３円 

粗大ごみ処理券  

３辺の合計が３ｍ未満 ９４０円 

〃     ３ｍ以上 １，８８０円 

（２） 市長家庭系廃棄５０ｋｇまで ３００円  
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の 指 定 す

る 場 所 へ

搬 入 す る

とき 

物 ５０ｋｇを超え

る１０ｋｇにつ

き 

１５０円 １ ０ ｋ ｇ 未 満

の端数は，１０

ｋ ｇ に 切 り 上

げて計算する。 

事業系一般

廃棄物 

１０ｋｇにつき ２００円 １ ０ ｋ ｇ 未 満

の端数は，１０

ｋ ｇ に 切 り 上

げて計算する。 

（３） 市が

犬 猫 等 の

死 体 を 収

集 運 搬 及

び 処 分 す

るとき 

１個につき １，２００円  

備考 

１ 市が収集運搬及び処分するときの手数料は，ごみ処理容器，ごみ処理券

及び粗大ごみ処理券の販売数に応じて販売時に徴収するものとする。 

２ 粗大ごみとは，一辺の長さが５０ｃｍを超える物をいう。  

（ひたちなか市道路占用料条例の一部改正） 

第１９条 ひたちなか市道路占用料条例（平成６年条例第１１０号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条第５号中「１００円」を「５００円」に改める。 

（ひたちなか市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正） 

第２０条 ひたちなか市準用河川流水占用料等徴収条例（平成１２年条例第１７号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第４号中「１００円」を「５００円」に改める。 

（ひたちなか市営住宅設置及び管理条例の一部改正） 

第２１条 ひたちなか市営住宅設置及び管理条例（平成９年条例第２２号）の一部

を次のように改正する。 

第５２条中「３１０円」を「３５０円」に改める。 

（ひたちなか市都市公園設置及び管理条例の一部改正） 

第２２条 ひたちなか市都市公園設置及び管理条例（平成６年条例第９９号）の一

部を次のように改正する。 

別表第３の１の（１）のアの表中「５，３３０円」を「５，９８０円」に，「７，

４８０円」を「８，３９０円」に，「６，４００円」を「７，１８０円」に，「１，

５９０円」を「１，７９０円」に，「７，９９０円」を「８，９７０円」に，「１
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１，２２０円」を「１２，５８０円」に，「９，６００円」を「１０，７７０円」

に，「２，３８０円」を「２，６８０円」に，「３２，０４０円」を「３５，９２

０円」に，「３４，１７０円」を「３８，３１０円」に，「３３，１１０円」を「３

７，１２０円」に，「１０，６８０円」を「１１，９８０円」に，「５３，４００

円」を「５９，８７０円」に，「４８０，５７０円」を「５３８，７２０円」に，

「６４０，７８０円」を「７１８，３２０円」に改め，別表第３の１の（１）の

イの表中「９４０円」を「１，０６０円」に，「６３０円」を「７１０円」に，「３

１０円」を「３５０円」に，「３８０円」を「４３０円」に改め，別表第３の１の

（１）のウ及びエの表中「１，０６０円」を「１，１９０円」に改め，別表第３

の１の（２）のアの表中備考以外の部分を次のように改める。 

ア 専用使用の場合 

使用区分 金額 

午前 午後 夜間 延長時間 

（１時間

当たり） 

メ イ ン

ア リ ー

ナ 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 使 用

する場合 

入 場 料 を 徴 収 し な

い場合 

7,370円 9,820円 7,370円 2,460円 

入 場 料 を 徴 収 す る

場合 

22,110円 29,460円 22,110円 7,380円 

そ の 他 の

催 物 に 使

用 す る 場

合 

入 場

料 を

徴 収

し な

い 場

合 

営 利 を 目 的

と し な い 場

合 

22,110円 29,460円 22,110円 7,380円 

営 利 を 目 的

とする場合 

73,700円 98,200円 73,700円 24,600円 

入 場 料 を 徴 収 す る

場合 

221,100円 294,600円 221,100円 73,800円 

サ ブ ア

リーナ 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 使 用

する場合 

入 場 料 を 徴 収 し な

い場合 

3,540円 4,710円 3,540円 1,180円 

入 場 料 を 徴 収 す る

場合 

10,620円 14,130円 10,620円 3,540円 

そ の 他 の

催 物 に 使

用 す る 場

合 

入 場

料 を

徴 収

し な

営 利 を 目 的

と し な い 場

合 

10,620円 14,130円 10,620円 3,540円 

営 利 を 目 的 35,400円 47,100円 35,400円 11,800円 
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い 場

合 

とする場合 

入 場 料 を 徴 収 す る

場合 

106,200円 141,300円 106,200円 35,400円 

武道場 アマチュアスポーツに使用す

る場合 

１時間当たり 2,360 円 

弓道場 アマチュアスポーツに使用す

る場合 

１時間当たり 1,180 円 

会議室 ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 使 用

する場合 

入 場 料 を 徴 収 し な

い場合 

１時間当たり 350 円 

入 場 料 を 徴 収 す る

場合 

１時間当たり 1,050 円 

そ の 他 の

催 物 に 使

用 す る 場

合 

入 場 料 を 徴 収 し な

い場合 

１時間当たり 700 円 

入 場 料 を 徴 収 す る

場合 

１時間当たり 3,130 円 

ミ ー テ

ィ ン グ

ルーム 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 使 用

する場合 

入 場 料 を 徴 収 し な

い場合 

１時間当たり 350 円 

入 場 料 を 徴 収 す る

場合 

１時間当たり 1,050 円 

そ の 他 の

催 物 に 使

用 す る 場

合 

入 場 料 を 徴 収 し な

い場合 

１時間当たり 700 円 

入 場 料 を 徴 収 す る

場合 

１時間当たり 3,130 円 

更衣室 

（ シ ャ ワ ー の 利

用を含む。） 

入 場 料 を 徴 収 し な

い場合 

１時間当たり 350 円 

入 場 料 を 徴 収 す る

場合 

１時間当たり 700 円 

エ ン ト ラ ン ス プ

ラザ等 

展 示 等 に 使 用 す る

場合 

１日当たり１㎡ 1,180 円 

別表第３の１の（２）のイの表中「３１０円」を「３５０円」に，「１５０円」

を「１７０円」に，「２１０円」を「２４０円」に，「２，１００円」を「２，４

００円」に改め，別表第３の１の（２）のウの表中「３，１５０円」を「３，５

４０円」に，「４，７１０円」を「５，２８０円」に，「２，１００円」を「２，

３６０円」に，「３，１４０円」を「３，５２０円」に，「１，０５０円」を「１，
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１８０円」に，「１，５７０円」を「１，７６０円」に，「５２０円」を「５９０

円」に，「８４０円」を「８８０円」に，「１１０円」を「１３０円」に改め，別

表第３の１の（２）のオの表中備考以外の部分を次のように改める。 

オ 付属設備及び備品類の使用料 

名称 使用単位 

（１日当たり） 

金額 

ア マ チ ュ ア ス ポ

ー ツ に 使 用 す る

場合 

そ の 他 の 催 物 に

使用する場合 

放送設備Ａ（メインアリーナ） 一式 1,180円 2,360円 

放送設備Ｂ（サブアリーナ他） 一式 950円 1,900円 

電光得点表示装置 一式 590円 1,180円 

移動観覧席 全席 14,080円 28,160円 

フロアーシート 

１．１ｍ×２０．０ｍ 

１枚 250円 500円 

看板・横断幕・懸垂幕 

（営利目的の催物を行う際の

一時的な広告物） 

１㎡ 1,180円 2,360円 

持込み電気器具 １台 130円 260円 

別表第３の１の（３）のアの表中「６，３００円」を「７，０８０円」に，「８，

４００円」を「９，４４０円」に，「２，１００円」を「２，３６０円」に，「３

１，５００円」を「３５，４００円」に，「４２，０００円」を「４７，２００円」

に，「１０，５００円」を「１１，８００円」に，「６３，０００円」を「７０，

８００円」に，「８４，０００円」を「９４，４００円」に，「２１，０００円」

を「２３，６００円」に，「４７１，４３０円」を「５２８，４８０円」に，「３

１０円」を「３５０円」に，「９３０円」を「１，０５０円」に，「６２０円」を

「７００円」に，「２，７９０円」を「３，１３０円」に改め，別表第３の１の（３）

のイの表中「１６０円」を「１８０円」に，「８０円」を「９０円」に改め，別表

第３の１の（３）のウの表中「３，１４０円」を「３，５２０円」に，「１５，７

１０円」を「１７，６２０円」に，「２，１００円」を「２，３６０円」に改め，

別表第３の１の（３）のオの表中「１，０６０円」を「１，１９０円」に改め，

別表第３の１の（３）のカの表中「５２０円」を「５９０円」に，「８４０円」を

「９５０円」に，「２７０円」を「３１０円」に，「４２０円」を「４８０円」に

改め，別表第３の１の（４）の表中備考以外の部分を次のように改める。 

（４） テニスコート使用料 

-22-



使用区分 

（１面につき） 

時間使用 

（１時間当たり） 

個人使用 一般 市内 480円 

市外 720円 

高校生以下の者又は６５歳

以上の者 

市内 240円 

市外 360円 

団体使用 一般 市内 350円 

市外 520円 

高校生以下の者又は６５歳

以上の者 

市内 170円 

市外 260円 

別表第３の１の（５）のアの表中備考以外の部分を次のように改める。 

ア レクリエーション広場を使用する場合 

使用区分 時間使用 

（１時間当たり） 

全面使用する場合 一般 市内 590円 

市外 880円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 290円 

市外 440円 

半面使用する場合 一般 市内 300円 

市外 450円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 150円 

市外 220円 

別表第３の１の（６）の表中「２，５２０円」を「２，８５０円」に，「３，３

６０円」を「３，８００円」に，「８４０円」を「９５０円」に，「５，０４０円」

を「５，７００円」に，「６，７２０円」を「７，６００円」に，「１，６８０円」

を「１，９００円」に，「１０，０８０円」を「１１，４００円」に，「１３，４

４０円」を「１５，２００円」に，「２５，２００円」を「２８，５００円」に，

「３３，６００円」を「３８，０００円」に，「８，４００円」を「９，５００円」

に，「７５，６００円」を「８５，５００円」に，「１００，８００円」を「１１

４，０００円」に改め，別表第３の２の（１）のアの表中「３，３００円」を「３，

７２０円」に，「４，４００円」を「４，９６０円」に，「１，１００円」を「１，

２４０円」に，「４，９５０円」を「５，５８０円」に，「６，６００円」を「７，

４４０円」に，「１，６５０円」を「１，８６０円」に，「２，２００円」を「２，

４８０円」に，「５５０円」を「６２０円」に，「２，４７０円」を「２，７９０

円」に，「８２０円」を「９３０円」に，「５５，０００円」を「６１，６６０円」
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に，「１６０，１９０円」を「１７９，５８０円」に改め，別表第３の２の（１）

のイの表中「１７０円」を「２００円」に，「２５０円」を「３００円」に改め，

別表第３の２の（２）のアの表中「２７０円」を「３１０円」に，「４００円」を

「４６０円」に，「１３０円」を「１５０円」に，「２００円」を「２３０円」に

改め，別表第３の２の（２）のイの表中「６４０円」を「７２０円」に改め，別

表第３の２の（３）の表中「３６０円」を「４１０円」に，「５４０円」を「６１

０円」に，「１８０円」を「２００円」に，「２７０円」を「３００円」に改め，

別表第３の２の（４）の表中備考以外の部分を次のように改める。 

（４） 相撲場使用料 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

一般 市内 630円 840円 210円 

市外 930円 1,240円 310円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 300円 400円 100円 

市外 450円 600円 150円 

別表第４の１の表中「５６０円」を「６３０円」に，「１，１００円」を「１，

２４０円」に，「１，３２０円」を「１，４８０円」に，「２，２２０円」を「２，

４９０円」に，「８４０円」を「９４０円」に，「１，６５０円」を「１，８６０

円」に，「１，９８０円」を「２，２２０円」に，「３，３３０円」を「３，７３

０円」に，「２８０円」を「３１０円」に，「５５０円」を「６２０円」に，「６６

０円」を「７４０円」に，「１，１１０円」を「１，２４０円」に，「４２０円」

を「４７０円」に，「８２０円」を「９３０円」に，「９９０円」を「１，１１０

円」に，「１，６６０円」を「１，８６０円」に改め，別表第４の２の表中備考以

外の部分を次のように改める。 

２ 東石川第４公園グランド使用料 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

ア マ チ ュ ア

野 球 等 に 使

用する場合 

一般 市内 2,460円 3,280円 820円 

市外 3,690円 4,920円 1,230円 

高 校 生 以 下 の 者 又

は６５歳以上の者 

市内 1,230円 1,640円 410円 

市外 1,830円 2,440円 610円 
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付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和８年１０月１日から施行する。ただし，付則第２２条の

規定は，公布の日から施行する。 

（ひたちなか市集会施設設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後のひたちなか市集会施設設置及び管理条例別表

の規定は，この条例の施行日（以下「施行日」という。）以後のひたちなか市集会

施設の使用に係る使用料について適用し，施行日前のひたちなか市集会施設の使

用に係る使用料については，なお従前の例による。 

（ひたちなか市自転車駐車場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置）  

第３条 第３条の規定による改正後のひたちなか市自転車駐車場設置及び管理条例

別表の規定は，施行日以後のひたちなか市自転車駐車場設置及び管理条例第２条

に規定する有料駐車場の使用に係る使用料について適用し，施行日前の同条に規

定する有料駐車場の使用に係る使用料については，なお従前の例による。  

２ 前項の規定にかかわらず，施行日以後の有料駐車場の使用であって，この条例

の公布の日（以下「公布日」という。）前に申請をしたものに係る使用料について

は，なお従前の例による。 

３ 公布日以後に申請をした場合であって，使用登録（ひたちなか市自転車駐車場

設置及び管理条例第６条第１項の規定による使用登録をいう。以下同じ。）を受

けた期間が施行日前の日から施行日以後の日にわたるとき（使用登録の期間が１

月のときを除く。）は，次の各号に掲げる期間に応じ，当該各号に定める額を当

該使用登録を受けた期間の月数で除して得た額に，当該各号に掲げる期間の月数

を乗じて得た額を合算して得た合計額を，当該使用登録を受けた期間に係る使用

料の額とする。 

（１） 当該使用登録を受けた期間の初日から施行日の前日までの期間 第３条

の規定による改正前のひたちなか市自転車駐車場設置及び管理条例別表

に定める額 

（２） 当該使用登録を受けた期間のうち，施行日から当該使用登録を受けた期

間の末日までの期間  第３条の規定による改正後のひたちなか市自転車

駐車場設置及び管理条例別表に定める額 

４ 前項の合計額に１００円未満の端数があるときは，その端数は，切り捨てる。 

（ひたちなか市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 第４条の規定による改正後のひたちなか市自転車等の放置防止に関する条

例第１５条第１項の規定は，施行日以後の自転車及び原動機付自転車の撤去に係

る費用について適用し，施行日前の自転車及び原動機付自転車の撤去に係る費用

については，なお従前の例による。 
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（ひたちなか市子育て支援・多世代交流施設設置及び管理条例の一部改正に伴う

経過措置） 

第５条 第５条の規定による改正後のひたちなか市子育て支援・多世代交流施設設

置及び管理条例別表第１及び別表第２の規定は，施行日以後の有料施設の使用に

係る使用料について適用し，施行日前の有料施設の使用に係る使用料については，

なお従前の例による。 

（ひたちなか市文化会館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 第６条の規定による改正後のひたちなか市文化会館設置及び管理条例別表

の規定は，施行日以後の施設及び付属設備器具の使用に係る使用料について適用

し，施行日前の施設及び付属設備器具の使用に係る使用料については，なお従前

の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず，施行日以後の施設及び付属設備器具の使用であって，

公布日前に申請をしたものに係る使用料については，なお従前の例による。 

（ひたちなか市体育館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第７条 第７条の規定による改正後のひたちなか市体育館設置及び管理条例別表の

規定は，施行日以後のひたちなか市体育館の使用に係る使用料について適用し，

施行日前のひたちなか市体育館の使用に係る使用料については，なお従前の例に

よる。 

（ひたちなか市運動ひろば設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置）  

第８条 第９条の規定による改正後のひたちなか市運動ひろば設置及び管理条例別

表第３及び別表第４の規定は，施行日以後のひたちなか市運動ひろばの使用に係

る使用料について適用し，施行日前のひたちなか市運動ひろばの使用に係る使用

料については，なお従前の例による。 

（ひたちなか市武道館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第９条 第１０条の規定による改正後のひたちなか市武道館設置及び管理条例別表

の規定は，施行日以後のひたちなか市武道館の使用に係る使用料について適用し，

施行日前のひたちなか市武道館の使用に係る使用料については，なお従前の例に

よる。 

（ひたちなか市那珂湊第二野球場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１０条 第１１条の規定による改正後のひたちなか市那珂湊第二野球場設置及び

管理条例別表第２の規定は，施行日以後のひたちなか市那珂湊第二野球場の使用

に係る使用料について適用し，施行日前のひたちなか市那珂湊第二野球場の使用

に係る使用料については，なお従前の例による。 

（ひたちなか市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１１条 第１２条の規定による改正後のひたちなか市総合福祉センター設置及び

管理条例別表の規定は，施行日以後の施設の使用に係る使用料について適用し，
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施行日前の施設の使用に係る使用料については，なお従前の例による。 

（ひたちなか市那珂湊総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１２条 第１３条の規定による改正後のひたちなか市那珂湊総合福祉センター設

置及び管理条例別表の規定は，施行日以後の施設の使用に係る使用料について適

用し，施行日前の施設の使用に係る使用料については，なお従前の例による。 

（ひたちなか市ふれあい交流館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１３条 第１４条の規定による改正後のひたちなか市ふれあい交流館設置及び管

理条例別表の規定は，施行日以後の施設及び付属設備器具の使用に係る使用料に

ついて適用し，施行日前の施設及び付属設備器具の使用に係る使用料については，

なお従前の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず，施行日以後の施設及び付属設備器具の使用であって，

公布日前に申請をしたものに係る使用料については，なお従前の例による。  

（ひたちなか市金上ふれあいセンター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第１４条 第１５条の規定による改正後のひたちなか市金上ふれあいセンター設置

及び管理条例別表の規定は，施行日以後のひたちなか市金上ふれあいセンターの

室の使用に係る使用料について適用し，施行日前のひたちなか市金上ふれあいセ

ンターの室の使用に係る使用料については，なお従前の例による。 

（ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１５条 第１６条の規定による改正後のひたちなか市地方卸売市場の設置及び管

理条例別表第１から別表第３までの規定は，施行日以後の事務室，会議室及び研

修室の使用に係る使用料について適用し，施行日前の事務室，会議室及び研修室

の使用に係る使用料については，なお従前の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず，施行日以後の会議室及び研修室の使用であって，公

布日前に申請をしたものに係る使用料については，なお従前の例による。  

（ひたちなか市漁村センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１６条 第１７条の規定による改正後のひたちなか市漁村センター設置及び管理

条例別表の規定は，施行日以後のひたちなか市漁村センターの使用に係る使用料

について適用し，施行日前のひたちなか市漁村センターの使用に係る使用料につ

いては，なお従前の例による。 

（ひたちなか市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

第１７条 第１８条の規定による改正後のひたちなか市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例第１１条，別表第１及び別表第２の規定は，施行日以後のし尿及び浄化

槽汚泥の処理に係る手数料並びに施行日以後のごみの収集運搬及び処分に係る手

数料について適用し，施行日前のし尿及び浄化槽汚泥の処理に係る手数料並びに
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施行日前のごみの収集運搬及び処分に係る手数料については，なお従前の例によ

る。 

２ 前項の規定にかかわらず，この条例の施行の際現に第１８条の規定による改正

前のひたちなか市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第２の規定により購入

されたごみ処理容器，ごみ処理券及び粗大ごみ処理券によって施行日以後にごみ

の収集運搬及び処分を行う場合におけるごみの収集運搬及び処分に係る手数料に

ついては，なお従前の例による。 

（ひたちなか市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１８条 第１９条の規定による改正後のひたちなか市道路占用料条例第４条の規

定は，施行日以後に申請をした道路の占用に係る占用料又は施行日前に申請をし

た道路の占用に係る令和９年度以降の占用料について適用する。 

（ひたちなか市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１９条 第２０条の規定による改正後のひたちなか市準用河川流水占用料等徴収

条例第３条の規定は，施行日以後に申請をした流水の占用に係る流水占用料，土

地の占用に係る土地占用料若しくは土石その他の河川産出物の採取に係る土石そ

の他の河川産出物採取料又は施行日前に申請をした流水の占用に係る令和９年度

以降の流水占用料，土地の占用に係る令和９年度以降の土地占用料若しくは土石

その他の河川産出物の採取に係る令和９年度以降の土石その他の河川産出物採取

料について適用する。 

（ひたちなか市営住宅設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２０条 第２１条の規定による改正後のひたちなか市営住宅設置及び管理条例第

５２条の規定は，施行日以後の保管場所使用承諾証明に係る手数料について適用

し，施行日前の保管場所使用承諾証明に係る手数料については，なお従前の例に

よる。 

（ひたちなか市都市公園設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２１条 第２２条の規定による改正後のひたちなか市都市公園設置及び管理条例

別表第３及び別表第４の規定は，施行日以後の都市公園の使用に係る使用料につ

いて適用し，施行日前の都市公園の使用に係る使用料については，なお従前の例

による。 

２ この条例の施行の際現に第２２条の規定による改正前のひたちなか市都市公園

設置及び管理条例別表第３の規定により発行されている回数券による施行日以後

のトレーニング室の利用に係る使用料については，同条の規定による改正後のひ

たちなか市都市公園設置及び管理条例別表第３の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

（準備行為） 

第２２条 この条例の施行に関し，必要な手数料，使用料等の徴収その他の行為は，
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施行日前においても行うことができる。 
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ひたちなか市手数料条例新旧対照表（第１条関係）                      Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

別表第１（第２条関係） 

区

分 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

１ 

税
務 

（１） 地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０

条の１０に規定する市税

の納付又は納入すべき額

その他市税に関する事項

のうち地方税法施行令

（昭和２５年政令第２４

５号）で定めるものにつ

いての証明書の交付（同

法第３８２条の４に規定

する当該証明書に住所に

代わる事項の記載をした

ものの交付を含む。） 

納税証明書交付

手数料 

１枚につき ３００円 

その他の証明書

交付手数料 

１件又は１筆１棟につ

き ３００円（多機能

端末機（地方公共団体

情報システム機構と契

約を締結した民間の事

業者が設置し，かつ，

市の電子計算機と電気

通信回線で接続された

端末機であって，当該

端末機の操作により証

明書を発行する機能を

有するものをいう。以

下同じ。）を利用して

交付することができる

証明書を多機能端末機

により交付する場合に

おいても，同額とす

る。） 

（２） 地方税法第３８２条の

２に規定する固定資産課

税台帳（同条第１項ただ

し書の規定による措置を

講じたものを含む。）の

うち固定資産として政令

で定めるものに関する事

項が記載されている部分

固定資産課税台

帳閲覧手数料 

１件につき ３００円 

別表第１（第２条関係） 

区

分 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

１ 

税
務 

（１） 地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０

条の１０に規定する市税

の納付又は納入すべき額

その他市税に関する事項

のうち地方税法施行令

（昭和２５年政令第２４

５号）で定めるものにつ

いての証明書の交付（同

法第３８２条の４に規定

する当該証明書に住所に

代わる事項の記載をした

ものの交付を含む。） 

納税証明書交付

手数料 

１件につき ３５０円 

その他の証明書

交付手数料 

１件につき ３５０円

（多機能端末機（地方

公共団体情報システム

機構と契約を締結した

民間の事業者が設置

し，かつ，市の電子計

算機と電気通信回線で

接続された端末機であ

って，当該端末機の操

作により証明書を発行

する機能を有するもの

をいう。以下同じ。）

を利用して交付するこ

とができる証明書を多

機能端末機により交付

する場合にあっては，

３００円） 

 

（２） 地方税法第３８２条の

２に規定する固定資産課

税台帳（同条第１項ただ

し書の規定による措置を

講じたものを含む。）の

うち固定資産として政令

で定めるものに関する事

項が記載されている部分

固定資産課税台

帳閲覧手数料 

１件につき ３５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

又はその写しの閲覧（同

法第３８２条の４に規定

する固定資産課税台帳に

住所に代わる事項の記載

をしたものの閲覧を含

む。） 

（３） 地方税法第３８２条の

３に規定する固定資産と

して政令で定めるものに

関して固定資産課税台帳

に記載されている事項の

うち政令で定めるものに

ついての証明書（同条た

だし書の規定による措置

を講じたものを含む。）

の交付（同法第３８２条

の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の

記載をしたものの交付を

含む。） 

固定資産課税台

帳証明書交付手

数料 

１件につき ３００円 

（４） 土地又は建物の評価証

明書の交付 

不動産評価証明

書交付手数料 

１地目１種別につき 

３００円 

ただし，２件目からは

１００円 

（５） 土地又は建物の所有証

明書の交付 

所有不動産証明

書交付手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又はその写しの閲覧（同

法第３８２条の４に規定

する固定資産課税台帳に

住所に代わる事項の記載

をしたものの閲覧を含

む。） 

（３） 地方税法第３８２条の

３に規定する固定資産と

して政令で定めるものに

関して固定資産課税台帳

に記載されている事項の

うち政令で定めるものに

ついての証明書（同条た

だし書の規定による措置

を講じたものを含む。）

の交付（同法第３８２条

の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の

記載をしたものの交付を

含む。） 

 

 

 

 

固定資産課税台

帳に記載した事

項に関する証明

書交付手数料 

１件につき ３５０円 

（４） 地方税法第３８７条第

３項又は第４項に規定す

る土地名寄帳又は家屋名

寄帳の写しの閲覧（同法

第３８２条の４に規定す

る当該土地名寄帳又は家

屋名寄帳に住所に代わる

事項を記載したものの閲

名寄帳兼（補

充）課税台帳閲

覧手数料 

１件につき ３５０円 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

 

（６） その他の証明書の交付 

 

その他の証明書

交付手数料 

 

１件につき ３００円 

（７） 地番集成図の閲覧 地番集成図閲覧

手数料 

１件につき ３００円 

（８） 地番集成図の写しの交

付 

地番集成図写し

交付手数料 

１件につき ３００円 

（９） ひたちなか市市税条例

（平成６年条例第３９

号）第９１条の２第３項

の規定による商品運転許

可証の交付 

商品運転許可証

交付手数料 

１件につき ４００円 

（１０） 滞納処分と強制執行

等との手続の調整に関す

る政令（昭和３２年政令

第２４８号）第２条に規

定する差押調書等の謄本

の交付 

差押調書謄本交

付手数料 

１件につき ２００円 

２ 

戸
籍 

略 略 略 

３ 

住
民
基
本
台
帳 

（１） 住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）第

１１条の２第１項に規定

する住民基本台帳の一部

の写しの閲覧 

住民基本台帳の

一部の写しの閲

覧手数料 

１件につき ２００円 

（２） 住民基本台帳法第１２

条第１項並びに第１２条

の３第１項及び第２項に

規定する住民票の写し若

しくは住民票に記載をし

た事項に関する証明書又

住民票の写し若

しくは住民票記

載事項証明書又

は戸籍の附票の

写し交付手数料 

１件につき ３００円

（多機能端末機を利用

して交付することがで

きる証明書を多機能端

末機により交付する場

合においても，同額と

覧を含む。） 

（５） その他の証明書の交付 その他の証明書

交付手数料 

１件につき ３５０円 

（６） 地番集成図の閲覧 地番集成図閲覧

手数料 

１件につき ３５０円 

（７） 地番集成図の写しの交

付 

地番集成図写し

交付手数料 

１件につき ３５０円 

（８） ひたちなか市市税条例

（平成６年条例第３９

号）第９１条の２第３項

の規定による商品運転許

可証の交付 

商品運転許可証

交付手数料 

１件につき ４５０円 

（９） 滞納処分と強制執行等

との手続の調整に関する

政令（昭和３２年政令第

２４８号）第２条に規定

する差押調書等の謄本の

交付 

差押調書謄本交

付手数料 

１件につき ２００円 

２ 

戸
籍 

略 略 略 

３ 
住
民
基
本
台
帳 

（１） 住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）第

１１条の２第１項に規定

する住民基本台帳の一部

の写しの閲覧 

住民基本台帳の

一部の写しの閲

覧手数料 

１件につき ３５０円 

（２） 住民基本台帳法第１２

条第１項並びに第１２条

の３第１項及び第２項に

規定する住民票の写し若

しくは住民票に記載をし

た事項に関する証明書又

住民票の写し若

しくは住民票記

載事項証明書又

は戸籍の附票の

写し交付手数料 

１件につき ３５０円

（多機能端末機を利用

して交付することがで

きる証明書を多機能端

末機により交付する場

合にあっては，３００
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Ｎｏ．４  

旧 新 備考 

は同法第２０条第１項，

第３項及び第４項に規定

する戸籍の附票の写しの

交付 

する。） 

（３） 住民基本台帳法第１２

条の４第１項に規定する

住民票の写しの交付 

住民票の写し交

付手数料 

１件につき ３００円 

４ 

印
鑑
登
録 

（１） ひたちなか市印鑑登録

及び証明に関する条例

（平成７年条例第１９

号）第７条第１項の規定

による印鑑登録証の交付

及び同条例第８条第１項

の規定による印鑑登録証

の再交付 

 

 

 

 

印鑑登録証交付

手数料 

１件につき ３００円 

（２） ひたちなか市印鑑登録

及び証明に関する条例第

１５条第２項又は第１５

条の２の規定による印鑑

登録証明書の交付 

印鑑登録証明書

交付手数料 

１件につき ３００円

（多機能端末機を利用

して交付することがで

きる証明書を多機能端

末機により交付する場

合においても，同額と

する。） 

５ 

道
路
運
送 

略 

 

 

 

 

 

略 略 

は同法第２０条第１項，

第３項及び第４項に規定

する戸籍の附票の写しの

交付 

円） 

（３） 住民基本台帳法第１２

条の４第１項に規定する

住民票の写しの交付 

住民票の写し交

付手数料 

１件につき ３５０円 

４ 

印
鑑
登
録 

（１） ひたちなか市印鑑登録

及び証明に関する条例

（平成７年条例第１９

号）第７条第１項の規定

による印鑑登録証の交付

及び同条例第８条第１項

の規定による印鑑登録証

の再交付 

印鑑登録証交付

手数料 

１件につき ３５０円 

ただし，ひたちなか市

印鑑登録及び証明に関

する条例第１２条第１

項第１号の規定により

印鑑の登録を抹消した

場合において新たに同

条例第７条第１項の規

定による印鑑登録証を

交付するときにあって

は，１件につき４５０

円 

（２） ひたちなか市印鑑登録

及び証明に関する条例第

１５条第２項又は第１５

条の２の規定による印鑑

登録証明書の交付 

印鑑登録証明書

交付手数料 

１件につき ３５０円

（多機能端末機を利用

して交付することがで

きる証明書を多機能端

末機により交付する場

合にあっては，３００

円） 

５ 

道
路
運
送 

略 

 

 

 

 

 

略 略 
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Ｎｏ．５  

旧 新 備考 

６ 

租
税
特
別
措
置 

（１） 租税特別措置法施行令

（昭和３２年政令第４３

号）第４１条各号又は第

４２条第１項に規定する

個人の新築又は取得をし

た家屋がこれらの規定に

規定する家屋に該当する

ものであることについて

の証明の申請に対する審

査 

住宅用家屋証明

申請手数料 

１件につき １，００

０円 

（２）・（３） 略 略 略 

７ 

狂
犬
病
予
防 

略 略 略 

８ 

鳥
獣
保
護 

略 略 略 

９ 

屋
外
広
告
物 

茨城県屋外広告物条例（昭和

４９年茨城県条例第１０号）第

６条若しくは第７条第４項から

第６項までの規定に基づく広告

物等の表示等の許可，同条例第

９条の２第１項の規定に基づく

許可の更新又は同条例第１０条

第１項の規定に基づく広告物等

の変更等の許可の申請に対する

審査 

屋外広告物許可

申請手数料 

はり紙・ポスター 

１件につき５０枚ま

でごとに ３００円 

はり札 

１件につき１０枚ま

でごとに ５００円 

立看板 

１枚につき ３００

円 

広告板 

１枚につき３㎡まで

ごとに ７５０円 

６ 

租
税
特
別
措
置 

（１） 租税特別措置法施行令

（昭和３２年政令第４３

号）第４１条各号又は第

４２条第１項に規定する

個人の新築又は取得をし

た家屋がこれらの規定に

規定する家屋に該当する

ものであることについて

の証明の申請に対する審

査 

住宅用家屋証明

申請手数料 

１件につき １，２０

０円 

（２）・（３） 略 略 略 

７ 

狂
犬
病
予
防 

略 略 略 

８ 

鳥
獣
保
護 

略 略 略 

９ 

屋
外
広
告
物 

茨城県屋外広告物条例（昭和

４９年茨城県条例第１０号）第

６条若しくは第７条第４項から

第６項までの規定に基づく広告

物等の表示等の許可，同条例第

９条の２第１項の規定に基づく

許可の更新又は同条例第１０条

第１項の規定に基づく広告物等

の変更等の許可の申請に対する

審査 

屋外広告物許可

申請手数料 

はり紙・ポスター 

１件につき５０枚ま

でごとに ４５０円 

はり札 

１件につき１０枚ま

でごとに ７５０円 

立看板 

１枚につき ３００

円 

広告板 

１枚につき３㎡まで

ごとに １，１００円 
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Ｎｏ．６  

旧 新 備考 

広告塔 

１枚につき３㎡まで

ごとに ７５０円 

アーチ 

１基につき３㎡まで

ごとに ９００円 

電柱巻立広告 

１枚につき ３００

円 

電柱塗装広告 

１枚につき ３００

円 

電柱袖付広告 

１枚につき ３００

円 

広告幕 

１枚につき ６５０

円 

つり下げ看板 

１枚につき ４５０

円 

標識広告 

１枚につき ３００

円 

照明広告 

１基につき３㎡まで

ごとに ８００円 

電光ニュース，ビジュ

アルボード 

１基につき ６，０

００円 

アドバルーン 

広告塔 

１枚につき３㎡まで

ごとに １，１００円 

アーチ 

１基につき３㎡まで

ごとに １，３００円 

電柱巻立広告 

１枚につき ３００

円 

電柱塗装広告 

１枚につき ３００

円 

電柱袖付広告 

１枚につき ３００

円 

広告幕 

１枚につき ６５０

円 

つり下げ看板 

１枚につき ４５０

円 

標識広告 

１枚につき ３００

円 

照明広告 

１基につき３㎡まで

ごとに １，２００円 

電光ニュース，ビジュ

アルボード 

１基につき ６，０

００円 

アドバルーン 
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Ｎｏ．７  

１個につき １，７

００円 

近隣店舗等案内広告 

１枚につき２㎡まで

ごとに ８００円 

車体利用広告 

１枚につき３㎡まで

ごとに ６５０円 

広告旗 

１枚につき ３５０

円 

店頭装飾 

１基につき １，５

００円 

置広告 

１基につき ７００

円 

横断幕 

１枚につき ６５０

円 

上記に定める広告物

等の種類に該当しない

広告物等については，

最も類似した広告物等

の手数料の額とする。 

１
０ 

都
市
計
画
・
建
設 

（１） 都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第８

条第１項各号の地域地区

の証明書の交付 

地域地区証明書

交付手数料 

１件につき ３００円 

（２） 都市計画法第７条第１

項の市街化区域及び市街

化調整区域の区分の証明

書の交付 

区域区分証明書

交付手数料 

１件につき ３００円 

１個につき １，８

００円 

近隣店舗等案内広告 

１枚につき２㎡まで

ごとに ８５０円 

車体利用広告 

１枚につき３㎡まで

ごとに ７５０円 

広告旗 

１枚につき ３５０

円 

店頭装飾 

１基につき １，５

００円 

置広告 

１基につき ７００

円 

横断幕 

１枚につき ６５０

円 

上記に定める広告物

等の種類に該当しない

広告物等については，

最も類似した広告物等

の手数料の額とする。 

１
０ 

都
市
計
画
・
建
設 

（１） 都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第８

条第１項各号の地域地区

の証明書の交付 

地域地区証明書

交付手数料 

１件につき ３５０円 

（２） 都市計画法第７条第１

項の市街化区域及び市街

化調整区域の区分の証明

書の交付 

区域区分証明書

交付手数料 

１件につき ３５０円 
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Ｎｏ．８  

旧 新 備考 

（３） 土地区画整理事業の仮

換地指定の証明書の交付 

仮換地指定証明

書交付手数料 

１件１筆につき ３０

０円 

（４） 土地区画整理事業の保

留地（予定地）の証明書

の交付 

保留地証明書交

付手数料 

１件１筆につき ３０

０円 

（５） 道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第８条第

１項の市道であることの

証明書の交付 

市道認定証明書

交付手数料 

１件につき ３００円 

（６） 道路法第８条第１項の

市道の幅員の証明書の交

付 

市道幅員証明書

交付手数料 

１件につき ３００円 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

１
１ 

地
籍
調
査 

（１） 国土調査法（昭和２６

年法律第１８０号）第２

１条第２項に規定する地

籍調査の成果の写しの交

付 

筆界点番号集成

図の写し交付手

数料 

１件につき ３００円 

地積測定計算簿

の写し交付手数

料 

１件につき ３００円 

（３） 土地区画整理事業の仮

換地指定の証明書の交付 

仮換地指定証明

書交付手数料 

１件１筆につき ３５

０円 

（４） 土地区画整理事業の保

留地（予定地）の証明書

の交付 

保留地証明書交

付手数料 

１件１筆につき ３５

０円 

（５） 道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第８条第

１項の市道であることの

証明書の交付 

市道認定証明書

交付手数料 

１件につき ３５０円 

（６） 道路法第８条第１項の

市道の幅員の証明書の交

付 

市道幅員証明書

交付手数料 

１件につき ３５０円 

（７） 道路法第２８条に規定

する道路台帳に関する図

面の写しの交付 

道路台帳図の写

し交付手数料 

１枚につき ３５０円 

（８） 市道路線認定網図の写

しの交付 

市道路線認定網

図の写し交付手

数料 

１枚につき ３５０円 

（９） 道路境界確認査定図の

写しの交付 

道路境界確認査

定図の写し交付

手数料 

１枚につき ３５０円 

（１０） 道路境界確認書及び

道路境界に係る承諾書の

交付 

道路境界確認書

交付手数料 

１件につき ３５０円 

道路境界に係る

承諾書交付手数

料 

１件につき ３５０円 

１
１ 

地
籍
調
査 

（１） 国土調査法（昭和２６

年法律第１８０号）第２

１条第２項に規定する地

籍調査の成果の写しの交

付 

筆界点番号集成

図の写し交付手

数料 

１件につき ３５０円 

地積測定計算簿

の写し交付手数

料 

１件につき ３５０円 
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Ｎｏ．９  

旧 新 備考 

 

別表第２（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

１～７０ 略 略 略 

７１ ひたちなか市建築基

準法施行細則（平成７年

規則第７号）第２７条の

規定に基づく道路の位置

の指定に関する図面の写

しの交付 

道路位置指定

図面の写し交

付手数料 

１件につき ３００円 

７２ ひたちなか市建築基

準法施行細則第２８条の

規定に基づく建築計画概

要書等の写しの交付 

建築計画概要

書等の写し交

付手数料 

１件につき ３００円 

７３～７９ 略 略 略 

８０ 都市計画法施行規則

（昭和４４年建設省令第

４９号）第６０条の規定

に基づく開発行為又は建

築に関する証明書等の交

開発行為等証

明手数料 

１件につき ３００円 

図根点網図の写

し交付手数料 

１件につき ３００円 

地籍図根点成果

簿の写し交付手

数料 

１件につき ３００円 

（２） 国土調査法第２１条第

２項に規定する地籍調査

の成果の写しの閲覧 

地籍調査の成果

の写し閲覧手数

料 

１件につき ３００円 

１
２ 

そ
の
他 

（１） 略 略 略 

（２） 介護保険料納付証明書

の交付 

介護保険料納付

証明書交付手数

料 

１件につき ３００円 

（３） 前項までに規定する以

外の各種証明書の交付 

各種証明書交付

手数料 

１件につき ３００円 

 

別表第２（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

１～７０ 略 略 略 

７１ ひたちなか市建築基

準法施行細則（平成７年

規則第７号）第２７条の

規定に基づく道路の位置

の指定に関する図面の写

しの交付 

道路位置指定

図面の写し交

付手数料 

１件につき ３５０円 

７２ ひたちなか市建築基

準法施行細則第２８条の

規定に基づく建築計画概

要書等の写しの交付 

建築計画概要

書等の写し交

付手数料 

１件につき ３５０円 

７３～７９ 略 略 略 

８０ 都市計画法施行規則

（昭和４４年建設省令第

４９号）第６０条の規定

に基づく開発行為又は建

築に関する証明書等の交

開発行為等証

明手数料 

都市計画法第２９条第１項若

しくは第２項，第３５条の２第

１項，第４１条第２項，第４２

条又は第４３条第１項の規定に

適合していることを証明する場

図根点網図の写

し交付手数料 

１件につき ３５０円 

地籍図根点成果

簿の写し交付手

数料 

１件につき ３５０円 

（２） 国土調査法第２１条第

２項に規定する地籍調査

の成果の写しの閲覧 

地籍調査の成果

の写し閲覧手数

料 

１件につき ３５０円 

１
２ 

そ
の
他 

（１） 略 略 略 

（２） 介護保険料納付証明書

の交付 

介護保険料納付

証明書交付手数

料 

１件につき ３５０円 

（３） その他の各種証明書の

交付 

各種証明書交付

手数料 

１件につき ３５０円 
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Ｎｏ．１０  

旧 新 備考 

付 

 

 

 

 

 

８１～９２ 略 略 略 

備考 略 

付 合にあっては１件につき５，０

００円 

都市計画法第５３条第１項の

規定に適合していることを証明

する場合にあっては１件につき

３５０円 

８１～９２ 略 略 略 

備考 略 
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ひたちなか市集会施設設置及び管理条例新旧対照表（第２条関係） 

旧 新 備考 

（使用料） 

第５条 集会施設の使用料は，無料とする。ただし，集会施設の設置目的外の

使用をする者は，別表に定める額の使用料を前納しなければならない。 
 

別表（第５条関係） 

室名 使用料 

９：００～１２：３

０ 

１３：００～１７：

００ 

１７：３０～２２：

００ 

和室 550 円 550 円 660 円 

 

 

（使用料） 

第５条 集会施設の使用料は，無料とする。ただし，集会施設の設置目的外の

使用をする者は，別表に定める額の使用料を前納しなければならない。 

 

別表（第５条関係） 

室名 使用料 

９：００～１２：３

０ 

１３：００～１７：

００ 

１７：３０～２２：

００ 

和室 620 円 620 円 740 円 
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ひたちなか市自転車駐車場設置及び管理条例新旧対照表（第３条関係）                 Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（使用料） 

第８条 有料駐車場を使用する者（以下「有料駐車場使用者」という。）は，

別表に定める額の使用料を納付しなければならない。 

 

別表（第８条関係） 

駐車場使用料 

駐車場 駐車区分 登録使用料 一時使用料 

（１日１回

につき） 

（円） 

期間（月） 一般（円） 学生（円） 

元町自転車

駐車場及び

勝田駅西口

自転車駐車

場 

自転車 １階 １ 1,300 1,000 100 

３ 3,700 2,900 

６ 7,300 5,700 

１２ 12,900 10,200 

２階 １ 1,000 800 

３ 2,900 2,300 

６ 5,700 4,200 

１２ 10,200 7,600 

３階又は

屋上 

１ 800 500 

３ 2,300 1,400 

６ 4,200 2,800 

１２ 7,600 5,100 

原 動 機 付

自転車 

付帯施設 １ 2,700 150 

３ 7,600 

６ 14,500 

１２ 25,800 

勝田駅東口

自転車駐車

場 

自転車 １階 １ 2,200 1,700 300 

３ 6,000 4,800 

６ 11,800 9,400 

１２ 20,900 16,700 

（使用料） 

第８条 有料駐車場を使用する者（以下「有料駐車場使用者」という。）は，

別表に定める額の使用料を納付しなければならない。 

 

別表（第８条関係） 

駐車場使用料 

駐車場 駐車区分 登録使用料 一時使用料 

（１日１回

につき） 

（円） 

期間（月） 一般（円） 学生（円） 

元町自転車

駐車場及び

勝田駅西口

自転車駐車

場 

自転車 １階 １ 1,500 1,200 120 

３ 4,200 3,300 

６ 8,200 6,400 

１２ 14,500 11,500 

２階 １ 1,200 900 

３ 3,300 2,600 

６ 6,400 4,800 

１２ 11,500 8,600 

３階又は

屋上 

１ 900 600 

３ 2,600 1,600 

６ 4,800 3,200 

１２ 8,600 5,800 

原 動 機 付

自転車 

付帯施設 １ 3,100 170 

３ 8,600 

６ 16,300 

１２ 29,000 

勝田駅東口

自転車駐車

場 

自転車 １階 １ 2,500 2,000 340 

３ 6,800 5,400 

６ 13,300 10,600 

１２ 23,500 18,800 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

２階 １ 1,600 1,300 

３ 4,700 3,700 

６ 9,300 7,400 

１２ 16,500 13,200 

３階 １ 1,300 1,000 

３ 3,700 3,000 

６ 6,900 5,500 

１２ 12,300 9,800 

備考 略 

 

２階 １ 1,800 1,500 

３ 5,300 4,200 

６ 10,500 8,300 

１２ 18,500 14,800 

３階 １ 1,500 1,200 

３ 4,200 3,400 

６ 7,800 6,200 

１２ 13,800 11,000 

備考 略 
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ひたちなか市自転車等の放置防止に関する条例新旧対照表（第４条関係） 

旧 新 備考 

（費用の徴収） 

第１５条 市長は，第１１条第１項又は第１２条第２項の規定により撤去し，

保管した自転車等を利用者等に返還するときは，次に掲げる費用を当該利用

者等から徴収する。 

（１） 自転車 １，１００円 

（２） 原動機付自転車 １，６５０円 

２ 略 

 
 

 

 

 

 

 

（費用の徴収） 

第１５条 市長は，第１１条第１項又は第１２条第２項の規定により撤去し，

保管した自転車等を利用者等に返還するときは，次に掲げる費用を当該利用

者等から徴収する。 

（１） 自転車 １，２４０円 

（２） 原動機付自転車 １，８５０円 

２ 略 
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ひたちなか市子育て支援・多世代交流施設設置及び管理条例新旧対照表（第５条関係）              Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（使用料） 

第１３条 使用者は，有料施設の使用に当たっては，別表第１に定める額の使

用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，使用団体に属する者であって有料施設を使用す

るものの全てが，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

高等学校又は大学において修業している者その他の規則で定める者である場

合においては，使用料の額は，別表第２に定めるとおりとする。 

３・４ 略 

 

別表第１（第６条，第１３条関係） 

有料施設使用料 

使用時間区分 

 

使用施設区分 

午前９時から

午後零時まで 

午後１時から

午後３時まで 

午後３時３０

分から午後５

時３０分まで 

午後６時から

午後９時３０

分まで 

１０１研修室 円 円 円 円 

810 540 540 940 

１０２研修室 330 220 220 380 

１０３研修室 1,140 760 760 1,330 

１０４研修室 330 220 220 380 

１０５研修室 450 300 300 520 

２０１スタジオ 2,010 1,340 1,340 2,340 

２０２スタジオ 720 480 480 840 

２０３スタジオ 420 280 280 490 

３０１キッチンス

タジオ 

1,320 880 880 1,530 

３０２交流室 1,710 1,140 1,140 1,990 

３０３研修室 1,440 960 960 1,680 

３０４研修室 1,740 1,160 1,160 2,030 

３０５講師控室 330 220 220 380 

備考 略 

 

（使用料） 

第１３条 使用者は，有料施設の使用に当たっては，別表第１に定める額の使

用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，使用団体に属する者であって有料施設を使用す

るものの全てが，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

高等学校又は大学において修業している者その他の規則で定める者である場

合においては，使用料の額は，別表第２に定めるとおりとする。 

３・４ 略 

 

別表第１（第６条，第１３条関係） 

有料施設使用料 

使用時間区分 

 

使用施設区分 

午前９時から

午後零時まで 

午後１時から

午後３時まで 

午後３時３０

分から午後５

時３０分まで 

午後６時から

午後９時３０

分まで 

１０１研修室 円 円 円 円 

930 620 620 1,080 

１０２研修室 390 260 260 450 

１０３研修室 1,320 880 880 1,540 

１０４研修室 390 260 260 450 

１０５研修室 510 340 340 590 

２０１スタジオ 2,250 1,500 1,500 2,620 

２０２スタジオ 810 540 540 940 

２０３スタジオ 480 320 320 560 

３０１キッチンス

タジオ 

1,510 1,000 1,000 1,760 

３０２交流室 1,920 1,280 1,280 2,240 

３０３研修室 1,650 1,100 1,100 1,920 

３０４研修室 1,980 1,320 1,320 2,310 

３０５講師控室 390 260 260 450 

備考 略 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

別表第２（第１３条関係） 

有料施設使用料 

使用時間区分 

 

使用施設区分 

午前９時から

午後零時まで 

午後１時から

午後３時まで 

午後３時３０

分から午後５

時３０分まで 

午後６時から

午後９時３０

分まで 

１０１研修室 円 円 円 円 

400 270 270 470 

１０２研修室 160 110 110 190 

１０３研修室 570 380 380 660 

１０４研修室 160 110 110 190 

１０５研修室 220 150 150 260 

２０１スタジオ 1,000 670 670 1,170 

２０２スタジオ 360 240 240 420 

２０３スタジオ 210 140 140 240 

３０１キッチンス

タジオ 

660 440 440 760 

３０２交流室 850 570 570 990 

３０３研修室 720 480 480 840 

３０４研修室 870 580 580 1,010 

３０５講師控室 160 110 110 190 

備考 略 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

別表第２（第１３条関係） 

有料施設使用料 

使用時間区分 

 

使用施設区分 

午前９時から

午後零時まで 

午後１時から

午後３時まで 

午後３時３０

分から午後５

時３０分まで 

午後６時から

午後９時３０

分まで 

１０１研修室 円 円 円 円 

460 310 310 540 

１０２研修室 190 130 130 220 

１０３研修室 660 440 440 770 

１０４研修室 190 130 130 220 

１０５研修室 250 170 170 290 

２０１スタジオ 1,120 750 750 1,310 

２０２スタジオ 400 270 270 470 

２０３スタジオ 240 160 160 280 

３０１キッチンス

タジオ 

750 500 500 880 

３０２交流室 960 640 640 1,120 

３０３研修室 820 550 550 960 

３０４研修室 990 660 660 1,150 

３０５講師控室 190 130 130 220 

備考 略 
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ひたちなか市文化会館設置及び管理条例新旧対照表（第６条関係）                  Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（使用料） 

第９条 会館の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表に定

める施設等の使用料を納付しなければならない。 

 

（喫茶室，厨房等の使用） 

第１０条 会館に付属する喫茶室，厨房等を専用して使用する者は，指定管理

者の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けて当該施設を使用する者は，別表に定める施設等の使用

料を納付しなければならない。 

 

別表（第９条関係） 

１ 施設等使用料 

（１） 大ホール 

使用料及び時間 

 

 

 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 その他１

時間当た

り 

午前９時

から午後

零時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

基本使用料 平日 円 

19,420 

円 

30,210 

円 

42,070 

円 

91,700 

円 

8,330 

土・日・

休日 

25,880 38,840 52,860 117,580 10,680 

準備又は練習 平日 14,020 21,570 29,130 64,720 5,870 

土・日・

休日 

18,330 26,970 36,670 81,970 7,450 

入

場

料

等

を

徴

500 円未満 平日 21,570 33,440 46,380 101,390 9,210 

土・日・

休日 

28,050 43,150 58,260 129,460 11,770 

500 円以上 

1,000 円未満 

平日 23,730 36,670 50,700 111,100 10,090 

土・日・

休日 

31,280 46,380 63,650 141,310 12,840 

（使用料） 

第９条 会館の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表に定

める施設等の使用料を納付しなければならない。 

 

（喫茶室，厨房等の使用） 

第１０条 会館に付属する喫茶室，厨房等を専用して使用する者は，指定管理

者の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けて当該施設を使用する者は，別表に定める施設等の使用

料を納付しなければならない。 

 

別表（第９条，第１０条関係） 

１ 施設等使用料 

（１） 大ホール 

使用料及び時間 

 

 

 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 その他１

時間当た

り 

午前９時

から午後

零時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

基本使用料 平日 円 

21,780 

円 

33,860 

円 

47,160 

円 

102,800 

円 

9,350 

土・日・

休日 

29,020 43,540 59,250 131,810 11,990 

準備又は練習 平日 15,730 24,180 32,650 72,560 6,600 

土・日・

休日 

20,550 30,230 41,110 91,890 8,360 

入

場

料

等

を

徴

500 円未満 平日 24,180 37,490 52,000 113,670 10,340 

土・日・

休日 

31,440 48,370 65,310 145,120 13,200 

500 円以上 

1,000 円未満 

平日 26,600 41,110 56,840 124,550 11,330 

土・日・

休日 

35,070 52,000 71,350 158,420 14,410 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

収

す

る

場

合

の

使

用

料 

1,000 円以上 

2,000 円未満 

平日 25,880 38,840 55,020 119,740 10,880 

土・日・

休日 

33,440 50,700 69,040 153,180 13,930 

2,000 円以上 

3,000 円未満 

平日 26,970 42,070 59,330 128,370 11,670 

土・日・

休日 

36,670 53,940 74,430 165,040 15,000 

3,000 円以上 平日 29,130 45,300 63,650 138,080 12,550 

土・日・

休日 

38,840 58,260 79,830 176,930 16,080 

・テレビの公開

放映及び録画 

・ラジオの公開

放送及び録音 

・営利・宣伝そ

の他これに類

する目的とす

る場合で入場

料等を徴収し

ない場合 

平日 25,880 38,840 55,020 119,740 10,880 

土・日・

休日 

33,440 50,700 69,040 153,180 13,930 

（２） 小ホール 

使用料及び時間 

 

 

 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 その他１

時間当た

り 

午前９時

から午後

零時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

基本使用料 平日 円 

4,310 

円 

6,470 

円 

9,710 

円 

20,490 

円 

1,850 

土・日・

休日 

5,390 8,620 11,860 25,870 2,350 

準備又は練習 平日 3,230 4,310 6,470 14,010 1,270 

土・日・

休日 

4,310 6,470 8,620 19,400 1,760 

収

す

る

場

合

の

使

用

料 

1,000 円以上 

2,000 円未満 

平日 29,020 43,540 61,680 134,240 12,210 

土・日・

休日 

37,490 56,840 77,400 171,730 15,620 

2,000 円以上 

3,000 円未満 

平日 30,230 47,160 66,520 143,910 13,090 

土・日・

休日 

41,110 60,470 83,440 185,020 16,830 

3,000 円以上 平日 32,650 50,790 71,350 154,790 14,080 

土・日・

休日 

43,540 65,310 89,490 198,340 18,040 

・テレビの公開

放映及び録画 

・ラジオの公開

放送及び録音 

・営利・宣伝そ

の他これに類

する目的とす

る場合で入場

料等を徴収し

ない場合 

平日 29,020 43,540 61,680 134,240 12,210 

土・日・

休日 

37,490 56,840 77,400 171,730 15,620 

（２） 小ホール 

使用料及び時間 

 

 

 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 その他１

時間当た

り 

午前９時

から午後

零時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

基本使用料 平日 円 

4,840 

円 

7,260 

円 

10,890 

円 

22,990 

円 

2,090 

土・日・

休日 

6,050 9,680 13,310 29,040 2,640 

準備又は練習 平日 3,640 4,840 7,260 15,740 1,440 

土・日・

休日 

4,840 7,260 9,680 21,780 1,980 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

入

場

料

等

を

徴

収

す

る

場

合

の

使

用

料 

500 円未満 平日 4,310 7,550 10,790 22,650 2,050 

土・日・

休日 

6,470 9,710 12,940 29,120 2,640 

500 円以上 

1,000 円未満 

平日 5,390 7,550 11,860 24,800 2,250 

土・日・

休日 

6,470 10,790 14,020 31,280 2,840 

1,000 円以上 

2,000 円未満 

平日 5,390 8,620 12,940 26,950 2,450 

土・日・

休日 

7,550 10,790 15,100 33,440 3,040 

2,000 円以上 平日 6,470 8,620 14,020 29,110 2,640 

土・日・

休日 

7,550 11,860 16,180 35,590 3,230 

・テレビの公開放

映及び録画 

・ラジオの公開放

送及び録音 

・営利・宣伝その

他これに類する

目的とする場合

で入場料等を徴

収しない場合 

平日 5,390 8,620 12,940 26,950 2,450 

土・日・

休日 

7,550 10,790 15,100 33,440 3,040 

（３） 楽屋等 

使用料及び時間 

 

 

 

施設の名称 

午前 午後 夜間 全日 その他１

時間当た

り 

午前９時

から午後

零時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

楽屋（１）（大ホール用） 円 

540 

円 

860 

円 

1,080 

円 

2,480 

円 

220 

入

場

料

等

を

徴

収

す

る

場

合

の

使

用

料 

500 円未満 平日 4,840 8,470 12,100 25,410 2,310 

土・日・

休日 

7,260 10,890 14,520 32,670 2,970 

500 円以上 

1,000 円未満 

平日 6,050 8,470 13,310 27,830 2,530 

土・日・

休日 

7,260 12,100 15,730 35,090 3,190 

1,000 円以上 

2,000 円未満 

平日 6,050 9,680 14,520 30,250 2,750 

土・日・

休日 

8,470 12,100 16,940 37,510 3,410 

2,000 円以上 平日 7,260 9,680 15,730 32,670 2,970 

土・日・

休日 

8,470 13,310 18,130 39,910 3,640 

・テレビの公開放

映及び録画 

・ラジオの公開放

送及び録音 

・営利・宣伝その

他これに類する

目的とする場合

で入場料等を徴

収しない場合 

平日 6,050 9,680 14,520 30,250 2,750 

土・日・

休日 

8,470 12,100 16,940 37,510 3,410 

（３） 楽屋等 

使用料及び時間 

 

 

 

施設の名称 

午前 午後 夜間 全日 その他１

時間当た

り 

午前９時

から午後

零時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

楽屋（１）（大ホール用） 円 

610 

円 

960 

円 

1,220 

円 

2,790 

円 

250 
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Ｎｏ．４  

旧 新 備考 

楽屋（２）（大ホール用） 640 1,180 1,620 3,440 310 

楽屋（３）（大ホール用） 320 540 750 1,610 140 

楽屋（５）（大ホール用） 320 540 750 1,610 140 

楽屋（６）（大ホール用） 320 540 750 1,610 140 

楽屋（７）（小ホール用） 860 1,400 1,940 4,200 370 

楽屋（８）（小ホール用） 320 540 750 1,610 140 

リハーサル室 2,260 4,200 5,390 11,850 1,070 

小会議室（１） 960 1,720 2,260 4,940 450 

小会議室（２） 640 1,180 1,620 3,440 310 

小練習室 960 1,620 2,040 4,620 410 

大練習室 1,620 2,800 3,660 8,080 730 

学習室 1,180 2,040 2,700 5,920 530 

映写・録音室 640 1,080 1,500 3,220 290 

和室（１）（２４帖） 1,500 2,580 3,450 7,530 680 

和室（２）（１０帖） 960 1,720 2,160 4,840 440 

展示室 

（大会議室として使用の場

合） 

6,470 

2,700 4,310 5,930 12,940 1,170 

（４） 催しの広場 

使用料及び時間 

 

 

 

施設の名称 

午前 午後 夜間 全日 その他１

時間当た

り 

午前９時

から午後

零時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

催しの広場 円 

2,200 

円 

3,080 

円 

3,080 

円 

8,360 

円 

750 

（５） 喫茶室，厨房等 

施設の名称 使用料等 

喫茶室，厨房等 １か月当たり 172,610 円 

営業時間は，原則として午前１１時から午後８時

まで。ただし，会館の業務に合わせ営業時間を変

楽屋（２）（大ホール用） 730 1,340 1,820 3,890 350 

楽屋（３）（大ホール用） 370 610 840 1,820 170 

楽屋（５）（大ホール用） 370 610 840 1,820 170 

楽屋（６）（大ホール用） 370 610 840 1,820 170 

楽屋（７）（小ホール用） 960 1,570 2,170 4,700 420 

楽屋（８）（小ホール用） 370 610 840 1,820 170 

リハーサル室 2,540 4,710 6,050 13,300 1,210 

小会議室（１） 1,080 1,930 2,540 5,550 500 

小会議室（２） 730 1,340 1,820 3,890 350 

小練習室 1,080 1,820 2,290 5,190 470 

大練習室 1,820 3,140 4,110 9,070 820 

学習室 1,340 2,290 3,030 6,660 600 

映写・録音室 730 1,220 1,690 3,640 340 

和室（１）（２４帖） 1,690 2,900 3,870 8,460 780 

和室（２）（１０帖） 1,080 1,930 2,430 5,440 490 

展示室 

（大会議室として使用の場

合） 

7,260 

3,030 4,840 6,650 14,520 1,320 

（４） 催しの広場 

使用料及び時間 

 

 

 

施設の名称 

午前 午後 夜間 全日 その他１

時間当た

り 

午前９時

から午後

零時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

１０時ま

で 

午前９時

から午後

１０時ま

で 

催しの広場 円 

2,470 

円 

3,450 

円 

3,450 

円 

9,370 

円 

850 

（５） 喫茶室，厨房等 

施設の名称 使用料等 

喫茶室，厨房等 １か月当たり 193,510 円 

営業時間は，原則として午前１１時から午後８時

まで。ただし，会館の業務に合わせ営業時間を変
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Ｎｏ．５  

旧 新 備考 

更できる。 

２ 略 

備考 略 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

更できる。 

２ 略 

備考 略 
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ひたちなか市体育館設置及び管理条例新旧対照表（第７条関係）                   Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（使用料） 

第８条 体育館の使用者は，その使用方法の区分に従い，別表に定める使用料

を納付しなければならない。 

 

別表（第８条関係） 

ひたちなか市体育館使用料 

１ 専用使用の場合 

（１） 基本使用料 

ア 営利を目的としない場合 

使用区分 市内居住者又は市内に勤

務する者 

左記以外の者 

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日 

主

競

技

場 

体育に

使用す

る場合 

半面 円 

550 

円 

880 

円 

880 

円 

2,310 

円 

820 

円 

1,320 

円 

1,320 

円 

3,460 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

1,100 1,760 1,760 4,620 1,650 2,640 2,640 6,930 

入場料を徴収

する場合 

2,200 3,520 3,520 9,240 3,300 5,280 5,280 13,860 

体育以

外に使

用する

場合 

入場料を徴収し

ない場合 

1,100 1,760 1,760 4,620 1,650 2,640 2,640 6,930 

入場料を徴収す

る場合 

2,200 3,520 3,520 9,240 3,300 5,280 5,280 13,860 

サ

ブ

競

技

場 

体育に

使用す

る場合 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

550 880 880 2,310 820 1,320 1,320 3,460 

入場料を徴収

する場合 

1,100 1,760 1,760 4,620 1,650 2,640 2,640 6,930 

体育以

外に使

用する

場合 

入場料を徴収し

ない場合 

550 880 880 2,310 820 1,320 1,320 3,460 

入場料を徴収す

る場合 

1,100 1,760 1,760 4,620 1,650 2,640 2,640 6,930 

柔剣道場 専用する場合 440 660 660 1,760 660 990 990 2,640 

（使用料） 

第８条 体育館の使用者は，その使用方法の区分に従い，別表に定める使用料

を納付しなければならない。 

 

別表（第８条関係） 

ひたちなか市体育館使用料 

１ 専用使用の場合 

（１） 基本使用料 

ア 営利を目的としない場合 

使用区分 市内居住者又は市内に勤

務する者 

左記以外の者 

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日 

主

競

技

場 

体育に

使用す

る場合 

半面 円 

620 

円 

990 

円 

990 

円 

2,600 

円 

930 

円 

1,480 

円 

1,480 

円 

3,890 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

1,240 1,980 1,980 5,200 1,860 2,960 2,960 7,780 

入場料を徴収

する場合 

2,480 3,960 3,960 10,400 3,720 5,920 5,920 15,560 

体育以

外に使

用する

場合 

入場料を徴収し

ない場合 

1,240 1,980 1,980 5,200 1,860 2,960 2,960 7,780 

入場料を徴収す

る場合 

2,480 3,960 3,960 10,400 3,720 5,920 5,920 15,560 

サ

ブ

競

技

場 

体育に

使用す

る場合 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

620 990 990 2,600 930 1,480 1,480 3,890 

入場料を徴収

する場合 

1,240 1,980 1,980 5,200 1,860 2,960 2,960 7,780 

体育以

外に使

用する

場合 

入場料を徴収し

ない場合 

620 990 990 2,600 930 1,480 1,480 3,890 

入場料を徴収す

る場合 

1,240 1,980 1,980 5,200 1,860 2,960 2,960 7,780 

柔剣道場 専用する場合 500 740 740 1,980 750 1,110 1,110 2,970 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

弓道場 専用する場合 330 550 550 1,430 490 820 820 2,130 

卓球室（研修室） 330 550 550 1,430 490 820 820 2,130 

トレーニング室 550 880 880 2,310 820 1,320 1,320 3,460 

備考 略 

イ 営利を目的とする場合 

使用区分 市内居住者又は市内に勤

務する者 

左記以外の者 

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日 

主

競

技

場 

体育に

使用す

る場合 

半面 円 

8,250 

円 

13,200 

円 

13,200 

円 

34,650 

円 

12,370 

円 

19,800 

円 

19,800 

円 

51,970 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

16,500 26,400 26,400 69,300 24,750 39,600 39,600 103,950 

入場料を徴収

する場合 

33,000 52,800 52,800 138,600 49,500 79,200 79,200 207,900 

体育以

外に使

用する

場合 

入場料を徴収し

ない場合 

16,500 26,400 26,400 69,300 24,750 39,600 39,600 103,950 

入場料を徴収す

る場合 

33,000 52,800 52,800 138,600 49,500 79,200 79,200 207,900 

サ

ブ

競

技

場 

体育に

使用す

る場合 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

8,250 13,200 13,200 34,650 12,370 19,800 19,800 51,970 

入場料を徴収

する場合 

16,500 26,400 26,400 69,300 24,750 39,600 39,600 103,950 

体育以

外に使

用する

場合 

入場料を徴収し

ない場合 

8,250 13,200 13,200 34,650 12,370 19,800 19,800 51,970 

入場料を徴収す

る場合 

16,500 26,400 26,400 69,300 24,750 39,600 39,600 103,950 

柔剣道場 専用する場合 6,600 9,900 9,900 26,400 9,900 14,850 14,850 39,600 

弓道場 専用する場合 4,950 8,250 8,250 21,450 7,420 12,370 12,370 32,160 

卓球室（研修室） 4,950 8,250 8,250 21,450 7,420 12,370 12,370 32,160 

トレーニング室 8,250 13,200 13,200 34,650 12,370 19,800 19,800 51,970 

備考 略 

（２） 照明設備使用料 

弓道場 専用する場合 370 620 620 1,610 550 930 930 2,410 

卓球室（研修室） 370 620 620 1,610 550 930 930 2,410 

トレーニング室 620 990 990 2,600 930 1,480 1,480 3,890 

備考 略 

イ 営利を目的とする場合 

使用区分 市内居住者又は市内に勤

務する者 

左記以外の者 

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日 

主

競

技

場 

体育に

使用す

る場合 

半面 円 

9,250 

円 

14,800 

円 

14,800 

円 

38,850 

円 

13,870 

円 

22,200 

円 

22,200 

円 

58,270 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

18,500 29,600 29,600 77,700 27,740 44,400 44,400 116,540 

入場料を徴収

する場合 

37,000 59,200 59,200 155,400 55,480 88,800 88,800 233,080 

体育以

外に使

用する

場合 

入場料を徴収し

ない場合 

18,500 29,600 29,600 77,700 27,740 44,400 44,400 116,540 

入場料を徴収す

る場合 

37,000 59,200 59,200 155,400 55,480 88,800 88,800 233,080 

サ

ブ

競

技

場 

体育に

使用す

る場合 

全

面 

入場料を徴収

しない場合 

9,250 14,800 14,800 38,850 13,870 22,200 22,200 58,270 

入場料を徴収

する場合 

18,500 29,600 29,600 77,700 27,740 44,400 44,400 116,540 

体育以

外に使

用する

場合 

入場料を徴収し

ない場合 

9,250 14,800 14,800 38,850 13,870 22,200 22,200 58,270 

入場料を徴収す

る場合 

18,500 29,600 29,600 77,700 27,740 44,400 44,400 116,540 

柔剣道場 専用する場合 7,400 11,100 11,100 29,600 11,100 16,650 16,650 44,400 

弓道場 専用する場合 5,550 9,250 9,250 24,050 8,320 13,870 13,870 36,060 

卓球室（研修室） 5,550 9,250 9,250 24,050 8,320 13,870 13,870 36,060 

トレーニング室 9,250 14,800 14,800 38,850 13,870 22,200 22,200 58,270 

備考 略 

（２） 照明設備使用料 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

施設名 金額 

主競技場 １時間当たり 1,010円 

サブ競技場 １時間当たり 500円 

柔剣道場 １時間当たり 190円 

弓道場 １時間当たり 150円 

卓球室（研修室） １時間当たり 150円 

トレーニング室 １時間当たり 190円 

（３） 暖房使用料 

施設名 金額 

主競技場 １時間当たり 5,500円 

サブ競技場 １時間当たり 2,750円 

（４） その他 

略 

２ 個人使用の場合 

使用区分 午前 午後 夜間 全日 

一般 使用料 円 

220 

円 

220 

円 

220 

円 

660 

暖房時使用料 270 270 270 810 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

使用料 110 110 110 330 

暖房時使用料 160 160 160 480 

備考 略 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 金額 

主競技場 １時間当たり 1,140円 

サブ競技場 １時間当たり 570円 

柔剣道場 １時間当たり 220円 

弓道場 １時間当たり 170円 

卓球室（研修室） １時間当たり 170円 

トレーニング室 １時間当たり 220円 

（３） 暖房使用料 

施設名 金額 

主競技場 １時間当たり 6,170円 

サブ競技場 １時間当たり 3,090円 

（４） その他 

略 

２ 個人使用の場合 

使用区分 午前 午後 夜間 全日 

一般 使用料 円 

250 

円 

250 

円 

250 

円 

750 

暖房時使用料 310 310 310 930 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

使用料 120 120 120 360 

暖房時使用料 180 180 180 540 

備考 略 
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ひたちなか市営プール設置及び管理条例新旧対照表（第８条関係） 

旧 新 備考 

（使用料） 

第８条 市営プールの使用者は，その使用方法の区別に従い，別表に定める使

用料を納付しなければならない。 

 

別表（第８条関係） 

ひたちなか市営プール使用料 

１ 一般使用の場合（個人及び団体） 

使用区分 個人 団体（１人当たり） 

一般 250円 220円 

高校生以下の者又は６５歳

以上の者 

120円 110円 

備考 略 

２ 専用使用の場合 

使用区分 午前 午後 

一般 2,750円 5,500円 

高校生以下の者又は６５歳

以上の者 

1,370円 2,750円 

備考 略 

 

 
 

 

 

（使用料） 

第８条 市営プールの使用者は，その使用方法の区別に従い，別表に定める使

用料を納付しなければならない。 

 

別表（第８条関係） 

ひたちなか市営プール使用料 

１ 一般使用の場合（個人及び団体） 

使用区分 個人 団体（１人当たり） 

一般 290円 250円 

高校生以下の者又は６５歳

以上の者 

140円 120円 

備考 略 

２ 専用使用の場合 

使用区分 午前 午後 

一般 3,090円 6,170円 

高校生以下の者又は６５歳

以上の者 

1,540円 3,080円 

備考 略 
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ひたちなか市運動ひろば設置及び管理条例新旧対照表（第９条関係）                Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（使用料） 

第９条 第７条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表第３及

び別表第４に定める使用料を納付しなければならない。ただし，夜間照明施

設を使用する場合は，別表第５に掲げる区分により，夜間照明施設使用料を

併せて納付しなければならない。 

 

別表第３（第９条関係） 

１ 石川運動ひろば使用料 

使用区分 

（１面につき） 

早朝 午前 午後 夜間 全日 

一般 市内 560円 1,100円 1,320円 1,100円 3,300円 

市外 840円 1,650円 1,980円 1,650円 4,950円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 280円 550円 660円 550円 1,650円 

市外 420円 820円 990円 820円 2,470円 

備考 略 

２ 津田・佐野運動ひろば使用料 

使用区分 

（１面につき） 

早朝 午前 午後 全日 

一般 市内 560円 1,100円 1,320円 2,260円 

市外 840円 1,650円 1,980円 3,390円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 280円 550円 660円 1,130円 

市外 420円 820円 990円 1,690円 

備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

（使用料） 

第９条 第７条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表第３及

び別表第４に定める使用料を納付しなければならない。ただし，夜間照明施

設を使用する場合は，別表第５に掲げる区分により，夜間照明施設使用料を

併せて納付しなければならない。 

 

別表第３（第９条関係） 

１ 石川運動ひろば使用料 

使用区分 

（１面につき） 

早朝 午前 午後 夜間 全日 

一般 市内 630円 1,240円 1,480円 1,240円 3,700円 

市外 940円 1,860円 2,220円 1,860円 5,550円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 310円 620円 740円 620円 1,850円 

市外 470円 930円 1,110円 930円 2,770円 

備考 略 

２ 津田・佐野運動ひろば使用料 

使用区分 

（１面につき） 

早朝 午前 午後 全日 

一般 市内 630円 1,240円 1,480円 2,540円 

市外 940円 1,860円 2,220円 3,810円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 310円 620円 740円 1,270円 

市外 470円 930円 1,110円 1,900円 

備考 略 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

別表第４（第９条関係） 

津田・石川テニスコート使用料 

使用区分 

（１面につき） 

時間使用 

（１時間当たり） 

一般 市内 270円 

市外 400円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 市内 130円 

市外 200円 

備考 略 

 

 
 

別表第４（第９条関係） 

津田・石川テニスコート使用料 

使用区分 

（１面につき） 

時間使用 

（１時間当たり） 

一般 市内 310円 

市外 460円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 市内 150円 

市外 230円 

備考 略 
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ひたちなか市武道館設置及び管理条例新旧対照表（第１０条関係） 

旧 新 備考 

（使用料） 

第９条 使用者は，その使用方法の区分に従い，別表に定める使用料を納付し

なければならない。 

２・３ 略 

 

別表（第９条関係） 

武道館使用料 

１ 専用使用の場合 

（１） 武道館を使用する場合 

使用区分 

（１面につき） 

金額 

午前 午後 夜間 

一般 1,100円 1,100円 1,370円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 550円 550円 680円 

備考 略 

（２） 照明設備使用料 

名称 金額 

照明設備 １時間当たり 220 円 

２ 個人使用の場合 

使用区分 金額 

午前 午後 夜間 

一般 220円 220円 220円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 110円 110円 110円 

備考 略 

 

 
 

 

（使用料） 

第９条 使用者は，その使用方法の区分に従い，別表に定める使用料を納付し

なければならない。 

２・３ 略 

 

別表（第９条関係） 

武道館使用料 

１ 専用使用の場合 

（１） 武道館を使用する場合 

使用区分 

（１面につき） 

金額 

午前 午後 夜間 

一般 1,240円 1,240円 1,540円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 620円 620円 770円 

備考 略 

（２） 照明設備使用料 

名称 金額 

照明設備 １時間当たり 250 円 

２ 個人使用の場合 

使用区分 金額 

午前 午後 夜間 

一般 250円 250円 250円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 120円 120円 120円 

備考 略 
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ひたちなか市那珂湊第二野球場設置及び管理条例新旧対照表（第１１条関係） 

旧 新 備考 

（使用料） 

第９条 第７条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表第２に

定める使用料を納付しなければならない。 

 

別表第２（第９条関係） 

那珂湊第二野球場使用料 

使用区分 午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

アマチュア

野球等に使

用する場合 

一般 市内 1,650円 2,200円 550円 

市外 2,470円 3,300円 820円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 820円 1,100円 270円 

市外 1,230円 1,650円 410円 

備考 略 

 

 
 

 
 

 

（使用料） 

第９条 第７条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表第２に

定める使用料を納付しなければならない。 

 

別表第２（第９条関係） 

那珂湊第二野球場使用料 

使用区分 午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

アマチュア

野球等に使

用する場合 

一般 市内 1,860円 2,480円 620円 

市外 2,790円 3,720円 930円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 930円 1,240円 310円 

市外 1,380円 1,840円 460円 

備考 略 
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ひたちなか市総合福祉センター設置及び管理条例新旧対照表（第１２条関係） 

旧 新 備考 

（使用料） 

第１１条 総合福祉センターの利用は，無料とする。ただし，別表に掲げる施

設について第３条第１号及び第２号に掲げる事業以外に許可利用者が利用す

るときは，同表の使用料を納付しなければならない。 

 

別表（第１１条，第１２条関係） 

（会議室使用料） 

（単位 円） 

利用時間 

室名 

午前９時から 

午後零時まで 

午後零時から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後１０時まで 

小会議室 640 1,070 1,070 

中会議室 1,070 1,830 1,830 

大会議室 2,700 4,330 4,330 

備考 略 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（使用料） 

第１１条 総合福祉センターの利用は，無料とする。ただし，別表に掲げる施

設について第３条第１号及び第２号に掲げる事業以外に許可利用者が利用す

るときは，同表の使用料を納付しなければならない。 

 

別表（第１１条，第１２条関係） 

（会議室使用料） 

（単位 円） 

利用時間 

室名 

午前９時から 

午後零時まで 

午後零時から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後１０時まで 

小会議室 720 1,200 1,200 

中会議室 1,200 2,100 2,100 

大会議室 3,100 4,900 4,900 

備考 略 
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ひたちなか市那珂湊総合福祉センター設置及び管理条例新旧対照表（第１３条関係） 

旧 新 備考 

（使用料） 

第１１条 総合福祉センターの利用は，無料とする。ただし，別表に掲げる施

設について第３条第１号及び第２号に掲げる事業以外に許可利用者が利用す

るときは，同表の使用料を納付しなければならない。 

 

別表（第１１条，第１２条関係） 

セミナー室使用料 

（単位 円） 

利用時間 

 

室名 

午前９時から 

午後零時まで 

午後零時から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後１０時まで 

セミナー室 2,690 4,330 4,330 

備考 略 

 

 
 

 

 

 

 

（使用料） 

第１１条 総合福祉センターの利用は，無料とする。ただし，別表に掲げる施

設について第３条第１号及び第２号に掲げる事業以外に許可利用者が利用す

るときは，同表の使用料を納付しなければならない。 

 

別表（第１１条，第１２条関係） 

セミナー室使用料 

（単位 円） 

利用時間 

 

室名 

午前９時から 

午後零時まで 

午後零時から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後１０時まで 

セミナー室 3,100 4,900 4,900 

備考 略 
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ひたちなか市ふれあい交流館設置及び管理条例新旧対照表（第１４条関係）                Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（使用料） 

第９条 使用者は，別表に定める施設等の使用料を納付しなければならない。 

２ 略 

 

別表（第９条関係） 

１ 施設等使用料 

（１） ホール 

（単位 円） 

使用料及び時間 

 

 

 

 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 そ の 他

１ 時 間

当たり 

午 前 ９

時 か ら

午 後 零

時まで 

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 後 ６

時 か ら

午 後 １

０ 時 ま

で 

午 前 ９

時 か ら

午 後 １

０ 時 ま

で 

基本使用料 平日 6,620 9,950 14,930 31,500 2,860 

土・日・休日 8,280 13,250 18,230 39,760 3,610 

準備又は練習 平日 4,960 6,620 9,950 21,530 1,960 

土・日・休日 6,620 9,950 13,250 29,820 2,700 

入 場

料 等

を 徴

収 す

る 場

合 の

使 用

料 

500 円未満 平日 6,620 11,570 16,580 34,770 3,160 

土・日・休日 9,950 14,930 19,870 44,750 4,070 

500 円以上 

1,000 円未満 

平日 8,280 11,570 18,230 38,080 3,470 

土・日・休日 9,950 16,580 21,560 48,090 4,380 

1,000 円以上 

2,000 円未満 

平日 8,280 13,250 19,870 41,400 3,760 

土・日・休日 11,570 16,580 23,240 51,390 4,670 

2,000 円以上 平日 9,950 13,250 21,560 44,760 4,070 

土・日・休日 11,570 18,230 24,890 54,690 4,980 

・テレビの公開放

映及び録画 

・ラジオの公開放

送及び録音 

・営利，宣伝その

平日 8,280 13,250 19,870 41,400 3,760 

土・日・休日 11,570 16,580 23,240 51,390 4,670 

（使用料） 

第９条 使用者は，別表に定める施設等の使用料を納付しなければならない。 

２ 略 

 

別表（第９条関係） 

１ 施設等使用料 

（１） ホール 

（単位 円） 

使用料及び時間 

 

 

 

 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 そ の 他

１ 時 間

当たり 

午 前 ９

時 か ら

午 後 零

時まで 

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 後 ６

時 か ら

午 後 １

０ 時 ま

で 

午 前 ９

時 か ら

午 後 １

０ 時 ま

で 

基本使用料 平日 7,500 12,000 17,000 36,000 3,300 

土・日・休日 9,300 15,000 21,000 45,000 4,100 

準備又は練習 平日 5,600 7,500 12,000 25,000 2,200 

土・日・休日 7,500 12,000 15,000 34,000 3,100 

入 場

料 等

を 徴

収 す

る 場

合 の

使 用

料 

500 円未満 平日 7,500 13,000 19,000 39,000 3,600 

土・日・休日 12,000 17,000 23,000 51,000 4,600 

500 円以上 

1,000 円未満 

平日 9,300 13,000 21,000 43,000 3,900 

土・日・休日 12,000 19,000 25,000 54,000 5,000 

1,000 円以上 

2,000 円未満 

平日 9,300 15,000 23,000 47,000 4,300 

土・日・休日 13,000 19,000 27,000 58,000 5,300 

2,000 円以上 平日 12,000 15,000 25,000 51,000 4,600 

土・日・休日 13,000 21,000 28,000 62,000 5,600 

・テレビの公開放

映及び録画 

・ラジオの公開放

送及び録音 

・営利，宣伝その

平日 9,300 15,000 23,000 47,000 4,300 

土・日・休日 13,000 19,000 27,000 58,000 5,300 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

他これに類する

目的とする場合

で，入場料等を

徴収しない場合 

（２） 楽屋 

（単位 円） 

使用料及び時間 

 

 

施設の名称 

午前 午後 夜間 全日 その他１時

間当たり 午前９時か

ら午後零時

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

楽屋（洋室） 480 780 960 2,220 200 

楽屋（和室） 480 780 960 2,220 200 

２ 略 

備考 略 

 
 

 

 
 

 

 

他これに類する

目的とする場合

で，入場料等を

徴収しない場合 

（２） 楽屋 

（単位 円） 

使用料及び時間 

 

 

施設の名称 

午前 午後 夜間 全日 その他１時

間当たり 午前９時か

ら午後零時

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

楽屋（洋室） 540 880 1,100 2,500 230 

楽屋（和室） 540 880 1,100 2,500 230 

２ 略 

備考 略 
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ひたちなか市金上ふれあいセンター設置及び管理条例新旧対照表（第１５条関係） 

旧 新 備考 

（使用料） 

第９条 前条の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表に規

定する使用料を納付しなければならない。 

 

別表（第８条，第９条関係） 

  使用料 使用料 

  時間 午前９時から午後

零時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後６時から午後

１０時まで 室名   

学習室１ 550 720 910 

学習室２ 550 720 910 

学習室３ 1,100 1,460 1,810 

調理実習室 1,100 1,460 1,810 

創作室 550 720 910 

地域活動室 550 720 910 

娯楽室 550 720 910 

大広間 1,100 1,460 1,810 

備考 略 
 

 

（使用料） 

第９条 前条の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表に規

定する使用料を納付しなければならない。 

 

別表（第８条，第９条関係） 

  使用料 使用料 

  時間 午前９時から午後

零時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後６時から午後

１０時まで 室名   

学習室１ 620 810 1,100 

学習室２ 620 810 1,100 

学習室３ 1,300 1,700 2,100 

調理実習室 1,300 1,700 2,100 

創作室 620 810 1,100 

地域活動室 620 810 1,100 

娯楽室 620 810 1,100 

大広間 1,300 1,700 2,100 

備考 略 
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ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例新旧対照表（第１６条関係） 

旧 新 備考 

（魚市場施設使用料） 

第４１条 第３９条第２項から第４項までの許可（以下「使用許可」とい

う。）を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表第１から別表第３ま

でに定める額の使用料を，これらの表で定めるところにより納付しなければ

ならない。 

２ 略 

 

別表第１（第４１条関係） 

事務室使用料 

種別 単位 使用料 納付期日 納付者 

事務室 １平方メートル当たり 月 500 円 毎月１０日 使用者 

備考 略 

 

別表第２（第４１条関係） 

会議室使用料 

種別 使用時間及び使用料 

午前９時から

午後零時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時３０

分から午後９

時まで 

納付期日 納付者 

大会議室 1,100円 1,100円 1,650円 使用当日 使用者 

小会議室 770円 770円 1,100円 使用当日 使用者 

備考 略 

 

別表第３（第４１条関係） 

研修室使用料 

種別 使用時間及び使用料 

午前９時から

午後零時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時３０

分から午後９

時まで 

納付期日 納付者 

研修室 1,540円 2,570円 2,690円 使用当日 使用者 

備考 略 
 

 

 

（魚市場施設使用料） 

第４１条 第３９条第２項から第４項までの許可（以下「使用許可」とい

う。）を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表第１から別表第３ま

でに定める額の使用料を，これらの表で定めるところにより納付しなければ

ならない。 

２ 略 

 

別表第１（第４１条関係） 

事務室使用料 

種別 単位 使用料 納付期日 納付者 

事務室 １平方メートル当たり 月 560 円 毎月１０日 使用者 

備考 略 

 

別表第２（第４１条関係） 

会議室使用料 

種別 使用時間及び使用料 

午前９時から

午後零時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時３０

分から午後９

時まで 

納付期日 納付者 

大会議室 1,230 円 1,230 円 1,840 円 使用当日 使用者 

小会議室 850 円 850 円 1,230 円 使用当日 使用者 

備考 略 

 

別表第３（第４１条関係） 

研修室使用料 

種別 使用時間及び使用料 

午前９時から

午後零時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時３０

分から午後９

時まで 

納付期日 納付者 

研修室 1,710 円 2,860 円 3,010 円 使用当日 使用者 

備考 略 
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ひたちなか市漁村センター設置及び管理条例新旧対照表（第１７条関係） 

旧 新 備考 

（使用料） 

第８条 漁村センターの使用許可を受けた者は，別表に定める使用料を納付し

なければならない。 

２・３ 略 

 

別表（第８条関係） 

使用時間 

使用区分 

午前９時から午後

零時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後５時３０分か

ら午後９時まで 

大会議室 1,100円 1,100円 1,650円 

中会議室 770円 770円 1,100円 

小会議室 330円 330円 550円 

和室（１室） 550円 550円 770円 

調理室 1,100円 1,100円 1,650円 

 

 

（使用料） 

第８条 漁村センターの使用許可を受けた者は，別表に定める使用料を納付し

なければならない。 

２・３ 略 

 

別表（第８条関係） 

使用時間 

使用区分 

午前９時から午後

零時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後５時３０分か

ら午後９時まで 

大会議室 1,210 円 1,210 円 1,840 円 

中会議室 850 円 850 円 1,230 円 

小会議室 360 円 360 円 610 円 

和室（１室） 610 円 610 円 850 円 

調理室 1,230 円 1,230 円 1,840 円 
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ひたちなか市廃棄物の処理及び清掃に関する条例新旧対照表（第１８条関係）                Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（一般廃棄物処理手数料） 

第１１条 一般廃棄物の処理手数料は，別表第１及び別表第２のとおりとす

る。ただし，一般廃棄物を組合の処理施設へ搬入する場合における当該一般

廃棄物に係る処理手数料は，ひたちなか・東海広域事務組合ひたちなか・東

海クリーンセンター設置及び管理に関する条例（平成２４年ひたちなか・東

海広域事務組合条例第１８号）の定めるところによる。 

２ 一般世帯のし尿処理手数料は，原則として定額料金とする。ただし，著し

く実情に沿わないと市長が認めたときは，従量料金とすることができる。 

３ 官公庁，学校及び事業所その他これに類する施設のし尿処理手数料は，従

量料金とする。 

４ し尿処理手数料の定額料金は，毎月末現在の世帯人員により算定する。 
 

（産業廃棄物処理手数料） 

第１２条 第１０条に規定する産業廃棄物の処理手数料については，別表第２

の事業系一般廃棄物に係る処理手数料の規定を適用する。 

 

（許可申請手数料） 

第１８条 次の各号に掲げる者は，当該各号に定める手数料を申請又は届出の

際に，納付しなければならない。 

（１） 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 ５，０００円 

（２） 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 ５，０００円 

（３） 前２号の許可証の再交付を受けようとする者 ２，５００円 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一般廃棄物処理手数料） 

第１１条 一般廃棄物の処理手数料は，別表第１及び別表第２のとおりとす

る。ただし，一般廃棄物を組合の処理施設へ搬入する場合における当該一般

廃棄物に係る処理手数料は，ひたちなか・東海広域事務組合ひたちなか・東

海クリーンセンター設置及び管理に関する条例（平成２４年ひたちなか・東

海広域事務組合条例第１８号）の定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

（産業廃棄物処理手数料） 

第１２条 第１０条に規定する産業廃棄物の処理手数料については，別表第２

の事業系一般廃棄物に係る処理手数料の規定を適用する。 

 

（許可申請手数料） 

第１８条 次の各号に掲げる者は，当該各号に定める手数料を申請又は届出の

際に，納付しなければならない。 

（１） 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 ５，７００円 

（２） 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 ５，７００円 

（３） 前２号の許可証の再交付を受けようとする者 ２，８５０円 

２ 略 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

別表第１（第１１条関係） 

し尿 

種別 区分 手数料 備考 

し尿 （１） 定額料金１ 人頭割 １人につき 

月２９３円 

 

 

 

（２） 定額料金２ 人頭割 １人につき 

月２９３円 

世帯割 月２９３円 

無臭式便槽 

 

 

 

 

（３） 従量料金 １８ｌにつき １４６

円 

１８ｌに満たないとき

は，１８ｌとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄 化

槽汚

泥 

市長の指定する処理施設

へ投入するとき 

１，８００Ｋｇにつき 

１，８８５円 

１，８００Ｋｇに満た

ないときは，１，８０

０Ｋｇとみなす。 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第１１条関係） 

し尿 

種別 区分 手数料 適用 

し尿 （１） 定額料金１ 人頭割 １月当たり

世帯人員１人につき

３２９円 

原則として（１）の区分を適用

する。 

（２） 定額料金２ 人頭割 １月当たり

世帯人員１人につき

３２９円 

世帯割 １月当たり

３２９円 

無臭式便槽については，（２）

の区分を適用する。 

（３） 従量料金 １回当たり１８ｌに

つき１６４円 

（１）又は（２）の区分の手数

料を適用することが著しく実情

に沿わない場合として規則で定

める場合又は官公庁，学校，事

業所その他これに類する施設と

して規則で定める施設に設置す

る場合については，（３）の区

分を適用する。 

（４） 仮設トイレ

料金 

１回当たり３６０ｌ

までは４，５２０円 

３６０ｌを超える場

合にあっては，１８

ｌにつき２２６円 

工事，催し等により一時的に設

置するものについては，（４）

の区分を適用する。 

浄化

槽汚

泥 

市長の指定する処理

施設へ投入するとき 

１，８００ｋｇにつ

き ２，２００円 

 

備考 

１ （１）及び（２）の区分において，世帯人員の数は，各月のし尿を収

集した日の世帯人員の数とする。 

２ （３）及び（４）の区分において，１８ｌ未満の端数は，１８ｌに切

り上げて計算する。 

３ 浄化槽汚泥について，１，８００ｋｇ未満の端数は，１，８００ｋｇ

に切り上げて計算する。 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

別表第２（第１１条関係） 

ごみ 

区分 手数料 備考 

容量・重量等区分 金額 

（１） 市

が収集運

搬及び処

分すると

き 

ごみ処理容器（容量２０ｌ） １５円  

〃    （〃 ４５ｌ） ２０円 

ごみ処理券（１０Ｋｇ相

当） 

１枚につき ２０円 

粗大ごみ処理券   

３辺の合計が３ｍ未満 ８３８円 

〃     ３ｍ以上 １，６７６円 

（２） 市

長の指定

する場所

へ搬入す

るとき 

家 庭系廃

棄物 

５０Ｋｇを超え

６０Ｋｇ以下 

３００円  

６０Ｋｇを超え

る１０Ｋｇにつ

き 

５０円 １０Ｋｇ未満の

端数は，１０Ｋ

ｇに切り上げて

計算する。 

事 業系一

般廃棄物 

５０Ｋｇを超え

６０Ｋｇ以下 

７８０円  

６０Ｋｇを超え

る１０Ｋｇにつ

き 

１３０円 １０Ｋｇ未満の

端数は，１０Ｋ

ｇに切り上げて

計算する。 

（３） 市

が犬猫等

の死体を

収集運搬

及び処分

するとき 

１個につき １，０５８円  

備考 略 

別表第２（第１１条，第１２条関係） 

ごみ 

区分 手数料 備考 

容量・重量等区分 金額 

（１） 市

が収集運

搬及び処

分すると

き 

ごみ処理容器（容量２０ｌ） １７円  

〃    （〃 ４５ｌ） ２３円 

ごみ処理券（１０ｋｇ相

当） 

１枚につき ２３円 

粗大ごみ処理券   

３辺の合計が３ｍ未満 ９４０円 

〃     ３ｍ以上 １，８８０円 

（２） 市

長の指定

する場所

へ搬入す

るとき 

家 庭系廃

棄物 

５０ｋｇまで 

 

３００円  

５０ｋｇを超え

る１０ｋｇにつ

き 

１５０円 １０ｋｇ未満の

端数は，１０ｋ

ｇに切り上げて

計算する。 

事 業系一

般廃棄物 

１０ｋｇにつき ２００円 １０ｋｇ未満の

端数は，１０ｋ

ｇに切り上げて

計算する。 

 

 

（３） 市

が犬猫等

の死体を

収集運搬

及び処分

するとき 

１個につき １，２００円  

備考 略 
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ひたちなか市道路占用料条例新旧対照表（第１９条関係） 

旧 新 備考 

（占用料） 

第３条 市長が占用を許可したときは，別表に規定する占用料を徴収す

る。 

 

（占用料の計算） 

第４条 占用料の計算方法は，次のとおりとする。 

（１） 占用面積１平方メートル未満の端数は１平方メートルに，占用延長

１メートル未満の端数は１メートルにそれぞれ切り上げるものとす

る。 

（２） 年額によるものは，占用期間が１年未満であるとき，又は占用期間

に１年未満の端数があるときは，当該期間の占用料は年額を月割にし

て計算する。この場合，１か月未満の端数は，１か月とする。 

（３） 月額によるものであって占用期間が１か月未満のものは，１か月と

して計算する。 

（４） 広告板の面積が占用面積より広いときの占用料は，広告板の面積に

より計算する。 

（５） 占用料の総額が１００円未満のときは，１００円とする。 

 

 
 

 

 

 

（占用料） 

第３条 市長が占用を許可したときは，別表に規定する占用料を徴収す

る。 

 

（占用料の計算） 

第４条 占用料の計算方法は，次のとおりとする。 

（１） 占用面積１平方メートル未満の端数は１平方メートルに，占用延長

１メートル未満の端数は１メートルにそれぞれ切り上げるものとす

る。 

（２） 年額によるものは，占用期間が１年未満であるとき，又は占用期間

に１年未満の端数があるときは，当該期間の占用料は年額を月割にし

て計算する。この場合，１か月未満の端数は，１か月とする。 

（３） 月額によるものであって占用期間が１か月未満のものは，１か月と

して計算する。 

（４） 広告板の面積が占用面積より広いときの占用料は，広告板の面積に

より計算する。 

（５） 占用料の総額が５００円未満のときは，５００円とする。 
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ひたちなか市準用河川流水占用料等徴収条例新旧対照表（第２０条関係） 

旧 新 備考 

（流水占用料等） 

第２条 法第１００条第１項において準用する法第２３条，第２４条又は第２

５条の規定による流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採

取（以下「占用等」という。）の許可（以下単に「許可」という。）を受け

た者は，別表の定めるところにより，流水占用料，土地占用料又は土石採取

料その他の河川産出物採取料（以下「流水占用料等」という。）を納付しな

ければならない。ただし，流水の占用に伴う土地の占用に係る許可を受けた

者で，当該流水の占用について流水占用料を納付するものは，当該土地の占

用に伴う土地占用料を納付することを要しない。 

２ 流水占用料等は，前納しなければならない。ただし，市長が特に必要と認

めたときは，分割して納付することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず，許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度

の翌年度以降にわたるときは，翌年度以降の流水占用料等は，毎年度，当該

年度分を納付しなければならない。 

 

（流水占用料等の算定基準） 

第３条 流水占用料等の算定は，次に定めるところによる。 

（１） 流水占用料等が年額で定められているものについて，占用期間に１

年未満の端数がある場合には，月額として計算する。この場合におい

て，１月未満の日数は１月とする。 

（２） 流水占用料等が月額で定められているものについて，占用期間に１

月未満の端数がある場合には，１月として計算する。 

（３） 長さ，面積，体積等に別表に定める単位に満たない端数がある場合

には，当該単位に切り上げて計算する。 

（４） 流水占用料等の全額が１００円未満である場合は，その金額を１０

０円とする。 

 
 

 

 

（流水占用料等） 

第２条 法第１００条第１項において準用する法第２３条，第２４条又は第２

５条の規定による流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採

取（以下「占用等」という。）の許可（以下単に「許可」という。）を受け

た者は，別表の定めるところにより，流水占用料，土地占用料又は土石採取

料その他の河川産出物採取料（以下「流水占用料等」という。）を納付しな

ければならない。ただし，流水の占用に伴う土地の占用に係る許可を受けた

者で，当該流水の占用について流水占用料を納付するものは，当該土地の占

用に伴う土地占用料を納付することを要しない。 

２ 流水占用料等は，前納しなければならない。ただし，市長が特に必要と認

めたときは，分割して納付することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず，許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度

の翌年度以降にわたるときは，翌年度以降の流水占用料等は，毎年度，当該

年度分を納付しなければならない。 

 

（流水占用料等の算定基準） 

第３条 流水占用料等の算定は，次に定めるところによる。 

（１） 流水占用料等が年額で定められているものについて，占用期間に１

年未満の端数がある場合には，月額として計算する。この場合におい

て，１月未満の日数は１月とする。 

（２） 流水占用料等が月額で定められているものについて，占用期間に１

月未満の端数がある場合には，１月として計算する。 

（３） 長さ，面積，体積等に別表に定める単位に満たない端数がある場合

には，当該単位に切り上げて計算する。 

（４） 流水占用料等の全額が５００円未満である場合は，その金額を５０

０円とする。 
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ひたちなか市営住宅設置及び管理条例新旧対照表（第２１条関係） 

旧 新 備考 

（手数料） 

第５２条 保管場所使用承諾証明については，申請者から申請の際，１件３１

０円の手数料を徴収する。 

 
 

（手数料） 

第５２条 保管場所使用承諾証明については，申請者から申請の際，１件３５

０円の手数料を徴収する。 
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ひたちなか市都市公園設置及び管理条例新旧対照表（第２２条関係）                  Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（使用料） 

第１２条 法第５条第１項，法第６条第１項若しくは第３項又は第３条第１項若しくは

第２項の許可を受けた者（以下「許可を受けた者」という。）は，別表第２に掲げる

区分により，前条に定める有料公園施設の使用者にあっては，別表第３及び別表第４

に掲げる区分により使用料を納付しなければならない。 

２～５ 略 

 

別表第３（第１２条関係） 

１ 総合運動公園 

（１） 市民球場使用料 

ア グランド及びスタンドを使用する場合 

使用区分 金額 

午前 午後 夜間 延長時間 

（１時間当たり） 

入場料等

を徴収し

ない場合 

アマチュア

野球等に使

用する場合 

市内 5,330円 7,480円 6,400円 1,590円 

市外 7,990円 11,220円 9,600円 2,380円 

プロ野球等に使用す

る場合 

32,040円 34,170円 33,110円 10,680円 

入場料等

を徴収す

る場合 

アマチュア野球等に

使用する場合 

１日につき１日の最高入場料等の１００人分に相当す

る額又は 53,400 円のいずれか高い方の額 

プロ野球等

に使用する

場合 

平日 １日につき１日の最高入場料等の１５０人分に相当す

る額又は 480,570 円のいずれか高い方の額 

平 日 以

外 

１日につき１日の最高入場料等の２００人分に相当す

る額又は 640,780 円のいずれか高い方の額 

備考 略 

イ 付属施設を使用する場合 

名称 使用単位 

（１時間当たり） 

金額 

アマチュア野球等に使

用する場合 

プロ野球等に使用する

場合 

屋内練習場 １室 940円 左の額の２倍に相当す

る額 ミーティングルーム １室 630円 

更衣室 １室 310円 

シャワー室 １室 310円 

会議室 １室 310円 

本部室 １室 310円 

場内放送室 １室 630円 

放送室 １室 310円 

審判員室 １室 310円 

（使用料） 

第１２条 法第５条第１項，法第６条第１項若しくは第３項又は第３条第１項若しくは

第２項の許可を受けた者（以下「許可を受けた者」という。）は，別表第２に掲げる

区分により，前条に定める有料公園施設の使用者にあっては，別表第３及び別表第４

に掲げる区分により使用料を納付しなければならない。 

２～５ 略 

 

別表第３（第１２条関係） 

１ 総合運動公園 

（１） 市民球場使用料 

ア グランド及びスタンドを使用する場合 

使用区分 金額 

午前 午後 夜間 延長時間 

（１時間当たり） 

入場料等

を徴収し

ない場合 

アマチュア

野球等に使

用する場合 

市内 5,980円 8,390円 7,180円 1,790円 

市外 8,970円 12,580円 10,770円 2,680円 

プロ野球等に使用す

る場合 

35,920円 38,310円 37,120円 11,980円 

入場料等

を徴収す

る場合 

アマチュア野球等に

使用する場合 

１日につき１日の最高入場料等の１００人分に相当す

る額又は 59,870 円のいずれか高い方の額 

プロ野球等

に使用する

場合 

平日 １日につき１日の最高入場料等の１５０人分に相当す

る額又は 538,720 円のいずれか高い方の額 

平 日 以

外 

１日につき１日の最高入場料等の２００人分に相当す

る額又は 718,320 円のいずれか高い方の額 

備考 略 

イ 付属施設を使用する場合 

名称 使用単位 

（１時間当たり） 

金額 

アマチュア野球等に使

用する場合 

プロ野球等に使用する

場合 

屋内練習場 １室 1,060円 左の額の２倍に相当す

る額 ミーティングルーム １室 710円 

更衣室 １室 350円 

シャワー室 １室 350円 

会議室 １室 350円 

本部室 １室 350円 

場内放送室 １室 710円 

放送室 １室 350円 

審判員室 １室 350円 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

審判員控室 １室 310円 

公式記録員室 １室 310円 

身障者観覧室 １室 310円 

切符売場 １室 310円 

スコアボード 一式 380円 

バッティングゲー

ジ・防球ネット 

一式 310円 

冷暖房設備 １室 室使用料の５割の額 室使用料の５割の額 

略 

備考 略 

ウ 横断幕等を掲げる場合 

施設区分 使用単位 

（１日当たり） 

種別 金額 

観覧席・フェンス １㎡ 幕類 1,060 円 

エ 売店・立ち売り等の場合 

使用区分 使用単位 

（１日当たり） 

金額 

売店等 １㎡ 1,060円 

立ち売り １人 1,060円 

（２） 総合体育館使用料 

ア 専用使用の場合 

使用区分 金額 

午前 午後 夜間 延長時間 

（１時間当

たり） 

メイン

アリー

ナ 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

入場料を徴収しない

場合 

6,570円 8,760円 6,570円 2,190円 

入場料を徴収する場

合 

19,710円 26,280円 19,710円 6,570円 

その他の

催物に使

用する場

合 

入場料

を徴収

しない

場合 

営利を目的と

しない場合 

19,710円 26,280円 19,710円 6,570円 

営利を目的と

する場合 

65,700円 87,600円 65,700円 21,900円 

入場料を徴収する場

合 

197,100円 262,800円 197,100円 65,700円 

サブア

リーナ 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

入場料を徴収しない

場合 

3,150円 4,200円 3,150円 1,050円 

入場料を徴収する場

合 

9,450円 12,600円 9,450円 3,150円 

その他の入場料営利を目的と 9,450円 12,600円 9,450円 3,150円 

審判員控室 １室 350円 

公式記録員室 １室 350円 

身障者観覧室 １室 350円 

切符売場 １室 350円 

スコアボード 一式 430円 

バッティングゲー

ジ・防球ネット 

一式 350円 

冷暖房設備 １室 室使用料の５割の額 室使用料の５割の額 

略 

備考 略 

ウ 横断幕等を掲げる場合 

施設区分 使用単位 

（１日当たり） 

種別 金額 

観覧席・フェンス １㎡ 幕類 1,190 円 

エ 売店・立ち売り等の場合 

使用区分 使用単位 

（１日当たり） 

金額 

売店等 １㎡ 1,190円 

立ち売り １人 1,190円 

（２） 総合体育館使用料 

ア 専用使用の場合 

使用区分 金額 

午前 午後 夜間 延長時間 

（１時間当

たり） 

メイン

アリー

ナ 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

入場料を徴収しない

場合 

7,370円 9,820円 7,370円 2,460円 

入場料を徴収する場

合 

22,110円 29,460円 22,110円 7,380円 

その他の

催物に使

用する場

合 

入場料

を徴収

しない

場合 

営利を目的と

しない場合 

22,110円 29,460円 22,110円 7,380円 

営利を目的と

する場合 

73,700円 98,200円 73,700円 24,600円 

入場料を徴収する場

合 

221,100円 294,600円 221,100円 73,800円 

サブア

リーナ 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

入場料を徴収しない

場合 

3,540円 4,710円 3,540円 1,180円 

入場料を徴収する場

合 

10,620円 14,130円 10,620円 3,540円 

その他の入場料営利を目的と 10,620円 14,130円 10,620円 3,540円 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

催物に使

用する場

合 

を徴収

しない

場合 

しない場合 

営利を目的と

する場合 

31,500円 42,000円 31,500円 10,500円 

入場料を徴収する場

合 

94,500円 126,000円 94,500円 31,500円 

武道場 アマチュアスポーツに使用する

場合 

１時間当たり 2,100 円 

弓道場 アマチュアスポーツに使用する

場合 

１時間当たり 1,050 円 

会議室 アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 310 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 930 円 

その他の

催物に使

用する場

合 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 620 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 2,790 円 

ミーテ

ィング

ルーム 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 310 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 930 円 

その他の

催物に使

用する場

合 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 620 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 2,790 円 

更衣室 

（シャワーの利用

を含む。） 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 310 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 620 円 

エントランスプラ

ザ等 

展示等に使用する場

合 

１日当たり１㎡ 1,050 円 

備考 略 

イ 個人使用の場合 

施設名 使用者区分 使用単位 金額 

メインアリーナ 

サブアリーナ 

武道場 

弓道場 

一般 １回（２時間当

たり） 

310円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

１回（２時間当

たり） 

150円 

トレーニング室 高校生以上の者 １回（１時間当

たり） 

210円 

回数券（１１回分） 2,100 円 

催物に使

用する場

合 

を徴収

しない

場合 

しない場合 

営利を目的と

する場合 

35,400円 47,100円 35,400円 11,800円 

入場料を徴収する場

合 

106,200円 141,300円 106,200円 35,400円 

武道場 アマチュアスポーツに使用する

場合 

１時間当たり 2,360 円 

弓道場 アマチュアスポーツに使用する

場合 

１時間当たり 1,180 円 

会議室 アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 350 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 1,050 円 

その他の

催物に使

用する場

合 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 700 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 3,130 円 

ミーテ

ィング

ルーム 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 350 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 1,050 円 

その他の

催物に使

用する場

合 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 700 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 3,130 円 

更衣室 

（シャワーの利用

を含む。） 

入場料を徴収しない

場合 

１時間当たり 350 円 

入場料を徴収する場

合 

１時間当たり 700 円 

エントランスプラ

ザ等 

展示等に使用する場

合 

１日当たり１㎡ 1,180 円 

備考 略 

イ 個人使用の場合 

施設名 使用者区分 使用単位 金額 

メインアリーナ 

サブアリーナ 

武道場 

弓道場 

一般 １回（２時間当

たり） 

350円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

１回（２時間当

たり） 

170円 

トレーニング室 高校生以上の者 １回（１時間当

たり） 

240円 

回数券（１１回分） 2,400 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-74-



Ｎｏ．４  

旧 新 備考 

備考 略 

ウ 照明設備使用料 

施設名 使用単位 

（１時間当たり） 

金額 

営利を目的としない場合 営利を目的とする場合 

メインアリ

ーナ 

全灯 3,150円 4,710円 

２／３灯 2,100円 3,140円 

１／３灯 1,050円 1,570円 

サブアリー

ナ 

全灯 2,100円 3,140円 

２／３灯 1,050円 1,570円 

１／３灯 520円 840円 

武道場 全灯 110円 ― 

弓道場 全灯 110円 ― 

備考 略 

エ 冷暖房使用料 

略 

オ 付属設備及び備品類の使用料 

名称 使用単位 

（１日当たり） 

金額 

アマチュアスポー

ツに使用する場合 

その他の催物に使

用する場合 

放送設備Ａ（メインアリーナ） 一式 1,050円 2,100円 

放送設備Ｂ（サブアリーナ他） 一式 840円 1,680円 

電光得点表示装置 一式 520円 1,040円 

移動観覧席 全席 12,560円 25,120円 

フロアーシート 

１．１ｍ×２０．０ｍ 

１枚 220円 440円 

看板・横断幕・懸垂幕 

（営利目的の催物を行う際の一

時的な広告物） 

１㎡ 1,050円 2,100円 

持込み電気器具 １台 110円 220円 

備考 略 

（３） 陸上競技場使用料 

ア 専用使用の場合 

使用区分 金額 

午前 午後 夜間 延長時間 

（１時間当た

り） 

競技場 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

入場料を徴収

しない場合 

6,300円 8,400円 6,300円 2,100円 

入場料を徴収

する場合 

31,500円 42,000円 31,500円 10,500円 

備考 略 

ウ 照明設備使用料 

施設名 使用単位 

（１時間当たり） 

金額 

営利を目的としない場合 営利を目的とする場合 

メインアリ

ーナ 

全灯 3,540円 5,280円 

２／３灯 2,360円 3,520円 

１／３灯 1,180円 1,760円 

サブアリー

ナ 

全灯 2,360円 3,520円 

２／３灯 1,180円 1,760円 

１／３灯 590円 880円 

武道場 全灯 130円 ― 

弓道場 全灯 130円 ― 

備考 略 

エ 冷暖房使用料 

略 

オ 付属設備及び備品類の使用料 

名称 使用単位 

（１日当たり） 

金額 

アマチュアスポー

ツに使用する場合 

その他の催物に使

用する場合 

放送設備Ａ（メインアリーナ） 一式 1,180円 2,360円 

放送設備Ｂ（サブアリーナ他） 一式 950円 1,900円 

電光得点表示装置 一式 590円 1,180円 

移動観覧席 全席 14,080円 28,160円 

フロアーシート 

１．１ｍ×２０．０ｍ 

１枚 250円 500円 

看板・横断幕・懸垂幕 

（営利目的の催物を行う際の一

時的な広告物） 

１㎡ 1,180円 2,360円 

持込み電気器具 １台 130円 260円 

備考 略 

（３） 陸上競技場使用料 

ア 専用使用の場合 

使用区分 金額 

午前 午後 夜間 延長時間 

（１時間当た

り） 

競技場 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

入場料を徴収

しない場合 

7,080円 9,440円 7,080円 2,360円 

入場料を徴収

する場合 

35,400円 47,200円 35,400円 11,800円 
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Ｎｏ．５  

旧 新 備考 

その他の催物

に使用する場

合 

入場料を徴収

しない場合 

63,000円 84,000円 63,000円 21,000円 

入場料を徴収

する場合 

１日につき１日の最高入場料の１５０人分の額

又は 471,430 円のいずれか高い方の額 

会議室 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

入場料を徴収

しない場合 

１時間当たり 310 円 

入場料を徴収

する場合 

１時間当たり 930 円 

その他の催物

に使用する場

合 

入場料を徴収

しない場合 

１時間当たり 620 円 

入場料を徴収

する場合 

１時間当たり 2,790 円 

更衣室（シャワーの

利用を含む。） 

入場料を徴収

しない場合 

１時間当たり 310 円 

入場料を徴収

する場合 

１時間当たり 620 円 

備考 略 

イ 個人使用の場合 

施設名 使用者区分 使用単位 

（３時間当たり） 

金額 

競技場 一般 １回 160円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 80円 

備考 略 

ウ 付属設備及び器具使用料 

名称 使用単位 

（１日当たり） 

金額 

放送設備 一式 3,140円 

写真判定装置 一式 15,710円 

看板，横断幕，懸垂幕 

（営利目的の催物を行う際の一時的

な広告物） 

１㎡ 2,100円 

備考 略 

エ 照明設備使用料 

略 

オ 売店・立ち売り等の場合 

使用区分 使用単位 

（１日当たり） 

金額 

売店等 １㎡ 1,060円 

立ち売り １人 1,060円 

カ 冷暖房使用料 

その他の催物

に使用する場

合 

入場料を徴収

しない場合 

70,800円 94,400円 70,800円 23,600円 

入場料を徴収

する場合 

１日につき１日の最高入場料の１５０人分の額

又は 528,480 円のいずれか高い方の額 

会議室 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

入場料を徴収

しない場合 

１時間当たり 350 円 

入場料を徴収

する場合 

１時間当たり 1,050 円 

その他の催物

に使用する場

合 

入場料を徴収

しない場合 

１時間当たり 700 円 

入場料を徴収

する場合 

１時間当たり 3,130 円 

更衣室（シャワーの

利用を含む。） 

入場料を徴収

しない場合 

１時間当たり 350 円 

入場料を徴収

する場合 

１時間当たり 700 円 

備考 略 

イ 個人使用の場合 

施設名 使用者区分 使用単位 

（３時間当たり） 

金額 

競技場 一般 １回 180円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 90円 

備考 略 

ウ 付属設備及び器具使用料 

名称 使用単位 

（１日当たり） 

金額 

放送設備 一式 3,520円 

写真判定装置 一式 17,620円 

看板，横断幕，懸垂幕 

（営利目的の催物を行う際の一時的

な広告物） 

１㎡ 2,360円 

備考 略 

エ 照明設備使用料 

略 

オ 売店・立ち売り等の場合 

使用区分 使用単位 

（１日当たり） 

金額 

売店等 １㎡ 1,190円 

立ち売り １人 1,190円 

カ 冷暖房使用料 
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Ｎｏ．６  

旧 新 備考 

施設名 使用区分 

（１時間当たり） 

金額 

入場料を徴収しない場合 入場料を徴収する場合 

本部室 １室 520円 840円 

放送室 １室 270円 420円 

審判員控室 １室 270円 420円 

会議室 １室 270円 420円 

備考 略 

（４） テニスコート使用料 

使用区分 

（１面につき） 

 

時間使用 

（１時間当たり） 

個人使用 一般 市内 420円 

市外 630円 

高校生以下の者又は６５

歳以上の者 

市内 210円 

市外 310円 

団体使用 一般 市内 310円 

市外 460円 

高校生以下の者又は６５

歳以上の者 

市内 150円 

市外 230円 

備考 略 

（５） レクリエーション広場使用料 

ア レクリエーション広場を使用する場合 

使用区分 時間使用 

（１時間当たり） 

全面使用する場合 一般 市内 520円 

市外 780円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 260円 

市外 390円 

半面使用する場合 一般 市内 260円 

市外 390円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 130円 

市外 190円 

備考 略 

イ 照明設備使用料 

略 

（６） スポーツ広場使用料 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

施設名 使用区分 

（１時間当たり） 

金額 

入場料を徴収しない場合 入場料を徴収する場合 

本部室 １室 590円 950円 

放送室 １室 310円 480円 

審判員控室 １室 310円 480円 

会議室 １室 310円 480円 

備考 略 

（４） テニスコート使用料 

使用区分 

（１面につき） 

時間使用 

（１時間当たり） 

個人使用 一般 市内 480円 

市外 720円 

高校生以下の者又は６５

歳以上の者 

市内 240円 

市外 360円 

団体使用 一般 市内 350円 

市外 520円 

高校生以下の者又は６５

歳以上の者 

市内 170円 

市外 260円 

備考 略 

（５） レクリエーション広場使用料 

ア レクリエーション広場を使用する場合 

使用区分 時間使用 

（１時間当たり） 

全面使用する場合 一般 市内 590円 

市外 880円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 290円 

市外 440円 

半面使用する場合 一般 市内 300円 

市外 450円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 150円 

市外 220円 

備考 略 

イ 照明設備使用料 

略 

（６） スポーツ広場使用料 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 
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Ｎｏ．７  

旧 新 備考 

アマチュア

スポーツに

使用する場

合 

入場料を徴収しない場合 2,520円 3,360円 840円 

入場料を徴収する場合 5,040円 6,720円 1,680円 

その他の催

物に使用す

る場合 

入場料を徴

収しない場

合 

営利を目的と

しない場合 

10,080円 13,440円 3,360円 

営利を目的と

する場合 

25,200円 33,600円 8,400円 

入場料を徴収する場合 75,600円 100,800円 25,200円 

備考 略 

２ 那珂湊運動公園 

（１） 第一野球場使用料 

ア グランド及びスタンドを使用する場合 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

入場料等

を徴収し

ない場合 

アマチュ

ア野球等

に使用す

る場合 

一般 市内 3,300円 4,400円 1,100円 

市外 4,950円 6,600円 1,650円 

高校生以下の

者又は６５歳

以上の者 

市内 1,650円 2,200円 550円 

市外 2,470円 3,300円 820円 

入場料等

を徴収す

る場合 

アマチュア野球等に使用する

場合 

１日につき１日の最高入場料等の１００人分

に相当する額又は 55,000 円のいずれか高い

方の額 

プロ野球等に使用する場合 １日につき１日の最高入場料等の１００人分

に相当する額又は 160,190 円のいずれか高い

方の額 

備考 略 

イ 付属施設を使用する場合 

名称 使用単位 

（１時間当たり） 

金額  

アマチュア野球等に使用する

場合 

プロ野球等に

使用する場合 

放送設備 一式 市内 170円 グランド使用

料に含む。 市外 250円 

ボールカウント機 一式 

 

市内 170円 

市外 250円 

スコアボード 一式 市内 170円 

市外 250円 

備考 略 

（２） テニスコート使用料 

アマチュア

スポーツに

使用する場

合 

入場料を徴収しない場合 2,850円 3,800円 950円 

入場料を徴収する場合 5,700円 7,600円 1,900円 

その他の催

物に使用す

る場合 

入場料を徴

収しない場

合 

営利を目的と

しない場合 

11,400円 15,200円 3,800円 

営利を目的と

する場合 

28,500円 38,000円 9,500円 

入場料を徴収する場合 85,500円 114,000円 28,500円 

備考 略 

２ 那珂湊運動公園 

（１） 第一野球場使用料 

ア グランド及びスタンドを使用する場合 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

入場料等

を徴収し

ない場合 

アマチュ

ア野球等

に使用す

る場合 

一般 市内 3,720円 4,960円 1,240円 

市外 5,580円 7,440円 1,860円 

高校生以下の

者又は６５歳

以上の者 

市内 1,860円 2,480円 620円 

市外 2,790円 3,720円 930円 

入場料等

を徴収す

る場合 

アマチュア野球等に使用する

場合 

１日につき１日の最高入場料等の１００人分

に相当する額又は 61,660 円のいずれか高い

方の額 

プロ野球等に使用する場合 １日につき１日の最高入場料等の１００人分

に相当する額又は 179,580 円のいずれか高い

方の額 

備考 略 

イ 付属施設を使用する場合 

名称 使用単位 

（１時間当たり） 

金額  

アマチュア野球等に使用する

場合 

プロ野球等に

使用する場合 

放送設備 一式 市内 200円 グランド使用

料に含む。 市外 300円 

ボールカウント機 一式 

 

市内 200円 

市外 300円 

スコアボード 一式 市内 200円 

市外 300円 

備考 略 

（２） テニスコート使用料 
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Ｎｏ．８  

旧 新 備考 

ア テニスコートを使用する場合 

使用区分 

（１面につき） 

時間使用 

（１時間当たり） 

一般 市内 270円 

市外 400円 

高校生以下の者又は６５歳以上の

者 

市内 130円 

市外 200円 

備考 略 

イ 照明設備使用料 

名称 金額 

夜間照明設備 １時間当たり 640 円 

（３） 多目的運動広場使用料 

使用区分 

（全面につき） 

時間使用 

（１時間当たり） 

一般 市内 360円 

市外 540円 

高校生以下の者又は６５歳以上

の者 

市内 180円 

市外 270円 

備考 略 

（４） 相撲場使用料 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

一般 市内 540円 720円 180円 

市外 810円 1,080円 270円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 270円 360円 90円 

市外 400円 540円 130円 

備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア テニスコートを使用する場合 

使用区分 

（１面につき） 

時間使用 

（１時間当たり） 

一般 市内 310円 

市外 460円 

高校生以下の者又は６５歳以上の者 市内 150円 

市外 230円 

備考 略 

イ 照明設備使用料 

名称 金額 

夜間照明設備 １時間当たり 720 円 

（３） 多目的運動広場使用料 

使用区分 

（全面につき） 

時間使用 

（１時間当たり） 

一般 市内 410円 

市外 610円 

高校生以下の者又は６５歳以上

の者 

市内 200円 

市外 300円 

備考 略 

（４） 相撲場使用料 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

一般 市内 630円 840円 210円 

市外 930円 1,240円 310円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 300円 400円 100円 

市外 450円 600円 150円 

備考 略 
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Ｎｏ．９  

旧 新 備考 

別表第４（第１２条関係） 

１ 六ッ野スポーツの杜公園・西原公園グランド使用料 

使用区分 

（１面につき） 

金額 

早朝 午前 午後 全日 

一般 市内 560円 1,100円 1,320円 2,220円 

市外 840円 1,650円 1,980円 3,330円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 280円 550円 660円 1,110円 

市外 420円 820円 990円 1,660円 

備考 略 

２ 東石川第４公園グランド使用料 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

アマチュア野

球等に使用す

る場合 

一般 市内 2,190円 2,920円 730円 

市外 3,280円 4,380円 1,090円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 1,090円 1,460円 360円 

市外 1,640円 2,190円 540円 

備考 略 

 

 

別表第４（第１２条関係） 

１ 六ッ野スポーツの杜公園・西原公園グランド使用料 

使用区分 

（１面につき） 

金額 

早朝 午前 午後 全日 

一般 市内 630円 1,240円 1,480円 2,490円 

市外 940円 1,860円 2,220円 3,730円 

高校生以下の者又

は６５歳以上の者 

市内 310円 620円 740円 1,240円 

市外 470円 930円 1,110円 1,860円 

備考 略 

２ 東石川第４公園グランド使用料 

使用区分 金額 

午前 午後 延長時間 

（１時間当たり） 

アマチュア野

球等に使用す

る場合 

一般 市内 2,460円 3,280円 820円 

市外 3,690円 4,920円 1,230円 

高校生以下の者又は

６５歳以上の者 

市内 1,230円 1,640円 410円 

市外 1,830円 2,440円 610円 

備考 略 
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